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議　　　事　　　日　　　程 

令和５年第１回浜中町議会定例会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年３月１４日午前１０時開議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日　　　程 議 案 番 号 議　　　　　　件

 
日程第　１ 会議録署名議員の指名

 
日程第　２ 議案第２４号 令和５年度浜中町一般会計予算

 
日程第　３ 議案第２５号 令和５年度浜中町国民健康保険特別会計予算

 
日程第　４ 議案第２６号 令和５年度浜中町後期高齢者医療特別会計予算

 
日程第　５ 議案第２７号 令和５年度浜中町介護保険特別会計予算

 
日程第　６ 議案第２８号 令和５年度浜中診療所特別会計予算

 
日程第　７ 議案第２９号 令和５年度浜中町水道事業会計予算

 
日程第　８ 議案第３０号 令和５年度浜中町下水道事業会計予算

 
日程第　９ 報告第３号

一般社団法人浜中町風力発電所経営状況説明書

の提出について

 

日程第１０

閉会中の継続調査の申し出について 

(総務経済常任委員会・社会文教常任委員会・広

報公聴常任委員会・議会運営委員会)
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（再開　午前１０時００分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開　　議　　宣　　告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　前日に引き続き、会議を開きます。 

　本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第１　会議録署名議員の指名 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

　会議録署名議員は、前日同様であります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第２　議案第２４号　令和５年度浜中町一般会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第２、議案第２４号を議題とします。 

　第８款消防費の質疑を続けます。 

　２番田甫哲朗議員。 

○２番（田甫哲朗君）　１点です。 

　２０３ページの救急救命対策に要する経費５８万５０００円のうちの消耗品費について

です。 

　説明では、ＡＥＤのバッテリー及び胸に貼るパッドのことかと思うのですけれども、Ａ

ＥＤは各施設に設置されております。そのバッテリーの寿命というのでしょうか、使わな

くても、多分、３年から５年で交換しなければならないものかと思うのですけれども、そ

の耐用年数についてお示しください。 

　また、パッドというのは、一度つけたら、当然、捨てなければならず、別の新しいもの

に替えると思うのですけれども、消防が業務として持っているものではなく、町の施設に

設置されているＡＥＤの使用実績が分かればお示しください。 

○議長（波岡玄智君）　防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君）　議案２０３ページの救急救命対策に要する経費のうちの需

用費の消耗品費の関係でございます。 

　議員がおっしゃるとおり、ＡＥＤのバッテリーの交換、あるいは、使い捨てパッドの交

換となりますけれども、バッテリーにつきましては耐用年数が４年弱となります。ＡＥＤ

本体は８年ほどの耐用年数があり、設置している途中でバッテリーを交換していくことに

なります。また、使い捨てパッドにつきましても耐用年数があり、２年半となってござい

ます。ですから、設置途中でパッドを交換していくことになります。 

　次に、ＡＥＤの実績についてです。 
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　現在、公共施設３１か所にＡＥＤを設置してございます。実際には使用しておりません

けれども、数年前にそういう事案が発生し、ＡＥＤを持ち出して開いたというような実績

があります。開きますと機械が作動するのですが、使おうとした実績はあるということで

す。しかし、実際にパッドを装着させ、ＡＥＤを稼働させた実績はないということです。 

○議長（波岡玄智君）　２番田甫哲朗議員。 

○２番（田甫哲朗君）　ほとんどは救急隊員が持っていくものを使うことが多いのかなと

は思っています。 

　次に、３１か所に設置しているものの管理です。 

　当然、台帳等があって、どこにあるものは何年だということは控えておられるのだと思

うのですけれども、例えば、バッテリーの耐用年数が来たので、バッテリーを交換します

という業務は防災担当課で行うことになるのでしょうか。あるいは、学校に設置されてい

るものであれば学校に委ねる、公の集会施設に設置されているものであればそこの管理人

にお願いするなど、職員が一々行かなくてもいいような体制も考えてみるべきではないの

かなと思うのです。 

　というのは、耐用年数が来て作動しなくなったのかどうかは分からないのですけれども、

茶内コミュニティセンターにあったものが作動しなかったのです。要は、電源が入らなか

ったというような事案があったものですから伺うのです。 

　職員で対応するというのであればそれでも構いませんけれども、考えを伺っておきます。 

○議長（波岡玄智君）　防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君）　お答えいたします。 

　現在設置されているＡＥＤに関しましてはリモート監視システムというものがございま

して、インターネットの回線を介し、例えば、バッテリーの使用期限が来た、使い捨てパ

ッドの使用期限が来た、あるいは、電源の状態がどうなっているのかなど、異常があれば

役場の防災対策室に知らせるというシステムが構築されております。 

　ただ、各施設に置いてありますので、施設管理者の方に対しましても日常的に点検して

もらい、電源の関係で不具合などがあれば知らせしていただくようにというようなお話は

機会があるごとに伝えています。システムだけでは全てに対応できていないところもござ

いますので、システムを使いつつ、日常的な監視も並行して行っていきたいと考えてござ

います。 

　なお、バッテリーの交換等はＡＥＤを購入した業者が行うことになってございます。 

○議長（波岡玄智君）　８番三上浅雄議員。 

○８番（三上浅雄君）　２０５ページの工事請負費の中に入っているのだろうと思います

けれども、事業費調べの霧多布高等学校屋外避難施設階段の整備工事についてです。 

　これが今年に行われると思うのですけれども、いつ頃に行われるのでしょうか。最初、

外階段は無理だろうと言っていたのだけれども、外階段もやれるようになったということ

ですね。 
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　次に、その下の津波救命艇の配備についてです。 

　これはクリーンセンターのところに１艇配備するということですが、いつ頃に配備でき

るものなのか、その時期をお願いします。 

○議長（波岡玄智君）　防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君）　お答えいたします。 

　まず、１点目の２０５ページの災害対策に要する経費のうちの工事請負費の防災避難施

設整備工事についてです。 

　議員がおっしゃいますとおり、霧多布高等学校屋外避難階段等設置工事ということで６

１００万円予算計上させていただいておりますが、これにつきましては霧多布高校の校舎

３階から屋上に上がる外づけ階段の設置と屋上避難場所に係る転落防止用の手すりの設置、

屋上防水層のトップコートの塗り替え、その他非常用の照明等の設置となります。 

　なお、工事期間は１５０日程度でして、現在のところ、６月から１１月頃を予定してご

ざいます。 

　次に、同じく２０５ページの備品購入の防災用購入備品についてです。 

　これにつきましては津波救命艇ライフシーダーというものを購入するということで、１

７８２万円を予算計上させていただいております。 

　現在のところ、暮帰別東３丁目にございます霧多布クリーンセンターの敷地内に設置を

したいと考えております。発注から作製、そして、設置という流れでして、工期は約６か

月程度を予定しており、年内には設置をしたいと考えてございます。 

○議長（波岡玄智君）　８番三上浅雄議員。 

○８番（三上浅雄君）　霧多布高校の３階部分からかけるということはグラウンド側のほ

うになるのでしょうか。前に、総務経済常任委員会で現地視察しましたが、３階の窓から

出て屋上に上がる階段があったのですけれども、あそこのグラウンド側に設置するという

ことになると理解したいと思います。 

　また、６月からで、１５０日程度の工期を予定しているということでした。 

　救命艇については、発注から６か月ほどで入るということで、年内には設置するとのこ

とでしたが、何名乗りなのか、それについてお願いします。 

○議長（波岡玄智君）　防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君）　お答えいたします。 

　１点目の霧多布高校の屋外の避難階段の関係でありますけれども、例えば、地震が発生

しましたら、霧多布高校に設置しております地震開錠ボックスが開きまして、その中に入

っている鍵を使って高校の建物の中に入れます。建物の中に入って３階に上りますと図書

室があります。この図書室の隣がバルコニーになっていまして、そちらに出ていただくこ

とになりますが、そこに階段を設置して屋上に避難していただくようにするということで

す。 

　次に、２点目の津波救命艇の内容についてです。 
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　ＦＲＰ製で発泡樹脂の緩衝材が取り付けてあります。定員は２５人乗りです。長さ８メ

ートル７４センチ、幅が３メートル５３センチ、高さが３メートル１０センチで、中には

簡易トイレや備蓄品、非常食、毛布などを備え付けます。また、救難信号を発信するＥＰ

ＩＲＢの装置も取り付けてあります。 

○議長（波岡玄智君）　８番三上浅雄議員。 

○８番（三上浅雄君）　総務経済常任委員会の視察のときに行きましたが、階段工事をや

るということですね。ただ、霧多布高校の３階からバルコニーに出て階段を上り、屋上に

上がるということですが、たしかフェンスがなかったと思うのです。真ん中にちょこっと

物があっただけだったと思うのですが、フェンスを張る考えはありませんか。 

　また、面積からすると６００人ぐらいが上がれるというようなことは聞いています。当

然、夜間と日中では違うと思いますけれども、そばには中学校もあります。もし車で避難

ができなかったらそこに逃げざるを得ないと思うのですが、人数的には大丈夫ですか。 

　次に、救命艇のことですが、これについては分かりました。 

○議長（波岡玄智君）　防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君）　お答えいたします。 

　まず、屋上の関係でございますけれども、屋上避難場所につきましては転落防止用の手

すりを設置いたします。長さは約１２４メートルとなります。 

　また、屋上についてでございますけれども、避難場所として利用できる面積については

約７６０平米です。一時避難場所ということで考えており、１人１平米と考えれば、きち

きちにはなりますけれども、７６０人を収容できます。 

　そして、霧多布高校は、屋上高さが１１．５メートルでして、津波が来ても大丈夫だと

いう想定になっておりますけれども、校舎３階でも高さが７．９メートルほどございます。

基準水位が７．４メートルなので、ぎりぎり到達しないこととなります。そのため、屋上

と３階を避難場所として利用してもらえればと考えてございます。 

○議長（波岡玄智君）　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第９款教育費の質疑を行います。 

　９番落合俊雄議員。 

○９番（落合俊雄君）　１点目の質問です。 

　２１３ページの学校用バスに要する経費のうちの備品購入費１１１３万４０００円につ

いてです。 

　令和４年度は、バスの購入のめどが立たないということで、減額補正をして、次年度に

向けて調整すると言われていたものだと思います。また、そのとき、状況によっては１社

のみになるかもしれないというようなことを担当課長がおっしゃっていたような記憶があ

りますが、複数者による入札になるものなのかどうか、現時点での状況を知らせていただ

きたいと思います。 
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　次に、２１７ページの小学校管理運営に要する経費のうちの使用料及び賃借料のシステ

ム使用料１１１万８０００円についてです。 

　これと同様なのが同じく２２３ページの中学校の分の１２４万２０００円です。それか

ら、２２９ページの高校にも１２８万１０００円という予算が計上されていますが、この

システム使用料とは一体どういうものなのか、具体的にご説明をいただければと思います。 

○議長（波岡玄智君）　管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君）　まず、２１３ページのバスの関係でございます。 

　昨年、補正によるバス購入ができないということで減額させていただきました。そのた

め、現在製造されているのが１社のみとなります。 

　実は、これは防衛交付金で購入するという予定でおりまして、確認させていただいたと

ころ、車種の指定はオーケーですという回答をいただいております。ただ、今言われたと

おり、購入業者です。当町では指名競争入札を行うことになりますが、取引業者があるの

かを確認させていただいております。町内に何か所かあるのか、あるいは、管内に取引業

者があるのかをバス製造会社に確認させていただいています。また、その取引業者が当町

の指名競争入札に参加できる条件を満たしているのかも見越しながら取り進めていきたい

と考えています。 

　次に、２１７ページのシステム使用料です。 

　これは学校のＧＩＧＡスクール構想でそろえました学習用のロイロノートという端末の

使用料で、１人１０００円の２３６名分の消費税分で２５万９６００円となります。その

ほか、算数のデジタル教科書を３年生から６年生までに支給するということで１１万５４

５６円、そして、教師用のデジタル教科書の算数用と指導書ということで７４万２６３２

円となってございます。 

　中学校につきましても、同じくロイロノートと生徒用のデジタル教科書と教員用のデジ

タル教科書と指導書の購入となります。 

○議長（波岡玄智君）　高校事務長。 

○高校事務長（天岡道芳君）　それでは、２２９ページの使用料及び賃借料のシステム使

用料について回答いたします。 

　Ｃｌａｓｓｉという会社のものでして、機能が二つあります。まず、基本サービスとな

りますが、学校と生徒及び保護者が連絡を取り合うもので、学校からの連絡事項や保護者

からの欠席申請の確認等を行うものです。 

　もう一つは、ＥＤＵＣＯＭマネージャーというものです。これは教職員が使うものでし

て、総合型校務支援システムとなっております。主な機能としては、生徒名簿、出席簿と

して利用する学籍管理機能、成績処理、通知表、指導要録、個人カルテとして使用する成

績管理機能、保健診断、保健室利用、保健日誌として利用する保健管理機能などがあり、

生徒の情報を一元管理し、多くの教員で生徒を見守ることができます。 

　このシステムにより、教員の業務軽減が図られ、働き方改革につながり、短縮された時
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間でも教員が生徒と向き合う時間ができ、深い指導ができるものと考えております。 

○議長（波岡玄智君）　９番落合俊雄議員。 

○９番（落合俊雄君）　１点目のスクールバスに関しては、これから様々なことを検討し

ながら最終的な方向で行くということで理解をいたしました。 

　２点目のシステム使用料についてです。 

　小学校と中学校は同様であるけれども、高校はちょっと違うということでした。同じシ

ステム使用料でもその内容が違うということですね。 

　小学校と中学校についてですが、ＧＩＧＡスクール構想に基づいて様々な取組をするも

のの一環としてこういう予算を計上されているということで、デジタル教科書まで取り入

れたということでした。 

　これはこれから求められる教育の一つでありますし、本町においても、児童生徒１人１

台のタブレット端末など、いろいろな整備をこれまで積み重ねてきておりますので、その

運用に向けて予算を活用していくことになるのだろうと思います。 

　これは新年度からの取組ということですが、教育委員会としては、これにどんな効果を

期待しているのかについてお答えをいただければと思います。高校に関しては、極端に言

うと、こういうことで教員の負担軽減も図ろうとする予算措置だと理解をさせていただき

ましたので、小学校と中学校についてお答えをいただければと思います。 

○議長（波岡玄智君）　指導室長。 

○指導室長（伊藤善一君）　ただいまのご質問にお答えいたします。 

　２１７ページの使用料及び賃借料のシステム使用料についてです。 

　管理課長からも話があったロイロノートを導入するに至った経緯からお話をさせてもら

います。 

　令和２年度末に端末が各校に入りました。しかし、Ｗｉ－Ｆｉ環境等がまだ充実してい

ないような状況でしたので、ワードやエクセルなど、ベーシックなパッケージとしており

ました。そこで、先生方には、令和３年度に入りまして、ベーシックなパッケージをうま

く活用し、とにかく何でもいいからやってみてくださいというようなことで進めてまいり

ました。しかし、令和４年度に入ってからは、学習指導要領等で求められていること、Ｇ

ＩＧＡスクール構想で言われていることがこのままではうまくいかないという意見が学校

の先生たちから出てきました。町教委としては、ロイロノートとは別に、今入れようとし

ているものの機能を持っているものを用意してはいたのです。そこで、令和４年１１月に

教職員全員にアンケートを行い、Ａ社のものがいいか、Ｂ社のものがいいか、また、その

理由は何かを聞いたところ、本町の教職員からはロイロノートを入れていただきたいとい

う意見でまとまりましたので、こちらを入れることにいたしました。 

　なお、ロイロノートは、本町だけではなく、釧路市など、浜中町以外でも導入している

ところがあります。また、ここで新しいものを入れてしまうと新たに勉強し直さなければ

ならなくなりますので、今回はロイロノートを採用させていただきました。 
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　ロイロノートは、自分の考えを仲間と共有すること、学び合う授業をより活性化するた

めの手だての一つです。一番いいのは隣の子と自由にお話をしたり、意見を述べ合ったり、

地域の方と出会って膝を突き合わせて話をすることです。しかし、学びを深めるのはタブ

レット端末を使ってもできるということで進めていきます。 

　先ほど高校についても話があったのですけれども、先生が課題を配付することができま

すし、それをすぐに回収することはもちろん、取り組んでいる状況を先生が見ることがで

きます。 

　今まではノートを見ながらでした。これは机間指導と言われているものですが、一つの

テレビ、あるいは、先生の端末の中に全部が集まりますので、よりタイムリーな指導をす

ることができます。また、これは、子どもと先生だけではなく、子ども同士でもできまし

て、学び合うことができます。さらに、同じ教室の中だけではなく、例えば、散布小中学

校と浜中小学校というふうに遠隔でも連携できるというよさがございます。 

　そして、自動採点機能もついていまして、テストを解いた後、すぐに解答が見られます

し、傾向をグラフでも表せまして、分析をしやすくなりますし、子どもたちにフィードバ

ックをしやすくなるというよさがございます。 

　このほか、先生同士でもつながることができますので、例えば、職員会議の資料をお互

いに提示し合うことができます。先ほどはテストの話をいたしましたが、先生同士でもで

きます。 

　また、このコロナ禍で一番うまく使われたケースに健康観察があります。子どもたちは、

学校に来たら、タブレットを開き、どういう状況かを打ち込みます。あるいは、学校に行

けなくても家で今の健康状態をお知らせするということがありました。そして、出欠の管

理がそのまま出席簿につながっていくということで、働き方改革にも活用ができることか

らロイロノートを導入いたしました。 

○議長（波岡玄智君）　９番落合俊雄議員。 

○９番（落合俊雄君）　ただいま室長からいろいろと説明をいただきました。いろいろな

意味でいい効果が生まれるだろうと思います。 

　お答えの中にありましたけれども、自己採点ができ、教える側が即座に見ることもでき

るということになってきますと、極端に言うと落ちこぼれを防ぐことにもつながるかと思

います。個別に把握ができ、それにどう対処できるか、そういうことも含めて、これから

はこの機能を使って進められていくのだなという受け止め方もできました。 

　これが浜中町の小・中学校の学校教育といいますか、教育委員会が目指す学校教育の在

り方とどう結びつくのかといいますか、子どもたちをいかに育てるかという目標に向かっ

ていけるのだろうと私も思います。また、先生というのは異動が基本ですよね。でも、ど

こに異動しても、その先でも戸惑うことなく連続した教育に当たることができることにも

なるのだろうと思います。 

　浜中町が目指す学校教育の実現に向けて、これを一つの手段として描いていけることに
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なるのかなと考えますが、しっかりと結びつくものになるのかどうか、最後にそれをお聞

きして、終わります。 

○議長（波岡玄智君）　教育長。 

○教育長（佐藤健二君）　これから浜中町の学校教育が目指すべき姿についてお答えいた

します。 

　先ほど指導室長からＩＣＴ関係について詳しい説明をいたしました。その中でもありま

したけれども、これは一つの手段であって、使うことが目的ではありません。浜中町の教

育の目指すところは地域に根差した教育でありまして、都会の教育の在り方と地方の教育

の在り方は違うと考えております。 

　特に、ＩＣＴ教育に関わりましては、一つの学びの手段として、効果的なものは間違い

なくございます。ただし、地域の素材、そして、人との関わり、何よりも、いろいろな事

象に対し、自分の目や耳、手を使いながら育んでいくということを根底に持っているので

すが、これについてもＩＣＴを使うことで効果的な面があります。 

　さらに、浜中町の学校教育は基本的に少人数です。都会の４０人やそれに近いような教

室の環境とは違いまして、多くて２０人です。そうなりますと、確かにＩＣＴによるとこ

ろもあるかと思いますけれども、１０人くらいとなりますと、先生と児童生徒との関わり、

児童生徒同士の関わりも十分できるような環境でありますので、そういうことを踏まえな

がら私たちが目指すこれから浜中町を背負って立つ人材を育てていきたいと考えておりま

す。 

○議長（波岡玄智君）　１番川村義春議員。 

○１番（川村義春君）　２１７ページの小学校管理に要する経費の工事請負費について伺

います。 

　校舎等補修工事については散布小中学校の電子錠設置というご説明がされておりました

けれども、電子錠とはどんなものなのでしょうか。例えば、霧多布高校に設置している解

錠ボックスのような災害に備えてのものなのか、お聞きしておきたいと思います。 

　次に、２２９ページの高校管理に要する経費の工事請負費についてです。 

　校舎等補修工事で７６８万円の増ということです。説明では無圧ヒーター更新（ボイラ

ー）ということですが、ボイラーの更新だけであれば、工事請負費ではなく、備品購入費

になるのではないかなと思うのです。ボイラーを更新するための施設内部の改修もあるの

かどうか、お聞きをしておきたいと思います。 

　次に、２４５ページのスポーツ振興に要する経費の報酬についてです。 

　３６万３０００円増の９００万円の報酬額になるわけですけれども、スポーツ推進員の

報酬、委員の人数と増員の要因についてお知らせをいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君）　２１７ページの工事請負費についてご説明申し上げます。 

　電子錠につきましては、校長会から防犯対策として玄関の施錠のために電子錠を設置し
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ていただきたいという要望がございました。そこで事務局内で協議しましたが、散布小中

学校の職員室は２階でありまして、職員玄関のインターホンにはモニターがついておらず、

旧式のものでした。また、霧多布中学校も職員室と玄関が遠いというようなことがあった

のですが、このたび、散布小中学校のモニターのないインターホンを取り替えるのと同時

に、防犯対策上、２階で来客の確認をして、鍵を外す、鍵をするというようなことができ

るようなドアに入れ替えることを考えておりまして、１２６万５０００円を計上させてい

ただきました。 

○議長（波岡玄智君）　高校事務長。 

○高校事務長（天岡道芳君）　それでは、２２９ページの工事請負費の校舎等修繕工事に

ついて回答いたします。 

　今回、２基あるうちの１基となります。１基は令和４年度の１２月補正で対応しており

まして、残る１基についての更新です。 

　内容としましては、ボイラー機器ですけれども、今稼働しているものは２０１０年１月

製造のボイラーとなります。１２月に更新したボイラーと製造期は同時期であり、同じ使

用状況でしたし、缶体から漏水し、故障していたということで、もう一基についても来年

度事業で更新をしたいと考え、予算計上したところです。 

　なお、ボイラー機自体の更新でして、ほかの機器等の改修予定はございません。 

○議長（波岡玄智君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（澤邊昭彦君）　ご質問にお答えいたします。 

　スポーツ推進員の定員は１４名となっておりまして、現在、男性６名、女性６名、計１

２名を委嘱しております。 

　次に、報酬の増の要因ですけれども、スポーツ推進会議及び各種大会等の報酬につきま

して、今年度までは７５００円と半日の金額を提案していましたけれども、新年度からは

７５００円と１日分の日当で統一することになりましたので、それにより報酬額が増とな

っております。 

○議長（波岡玄智君）　１番川村義春議員。 

○１番（川村義春君）　２１７ページのことについては理解をしました。 

　霧多布小学校についてもいずれは改修しなければならないということで押さえておいて

いいのですね。それだけ確認しておきます。 

　散布の関係については十分に理解をいたしました。 

　ただ、防犯対策だけではなく、災害対策としての使用の仕方です。例えば、大きな津波

が押し寄せるといった場合、即、逃げるところから始まるのでしょうけれども、残って部

活なんかをしている場合に鍵を開けたり閉めたり、そういったときには活用しないという

ことでしょうか、お聞きしておきたいと思います。 

　次に、２２９ページの校舎等補修工事という名称でのボイラーの更新についてです。ボ

イラー室の改修等がないということであれば単体となりますよね。私は昨日も予算のこと
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で言いましたけれども、考え方としては備品購入費になりませんか。再度、確認しておい

ていただきたいと思います。確認した結果を後で教えてください。 

　「予算の見方・つくり方」という本がありまして、それを見ますと、備品とは何か、修

繕費とは何か、工事請負費とは何かがちゃんと出ていますから、あらかじめ確認してから

予算計上をすべきだと私は思いますので、確認しておいてください。 

　次に、２４５ページのスポーツ推進員の関係についてです。 

　各種大会など、いろいろとあって、今まで報酬は７５００円の半日分を支給していたけ

れども、今後は全額出すということだということで理解しました。しかし、今まで半額で

済ませていたものを１日分丸ごと出すことにしたというのは委員からの要望があったから

なのでしょうか。あるいは、今まで大変な苦労をかけていましたし、これからもスポーツ

振興のために一生懸命働いてもらわなければならないという配慮からなのか、お答えをい

ただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君）　２１７ページの工事請負費の関係です。 

　今回の散布小中学校の電子錠の工事につきましては職員玄関のみでございます。１２６

万５０００円までになったのは、職員玄関の戸が薄いといいますか、全部を取り替えにな

るからです。厚くしないと電子錠が入らないということで、建具といいますか、戸を取り

替えるため、この値段になっています。 

　防犯のほか、災害対策ということで、部活動の生徒の安全ということでしたが、今回の

工事につきましては、職員玄関の戸となります。万が一、何かあった場合には、児童生徒

玄関の内側から自分たちで鍵を外し、そのまま避難することになろうかなと思います。 

○議長（波岡玄智君）　工事請負費のことと備品購入費の件については調べ、後ほど説明

していただきたいと思います。 

　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（澤邊昭彦君）　私から、日当、報酬についてお答えいたします。 

　多分、うまく伝わっていなかったと思うのですけれども、今年度から各部署で会議等の

日当は１日分の予算を取ろうと統一されました。ただ、実績に合わせてとなります。 

　例えば、推進委員の会議が午前中といいますか、半日で終わる場合、支出は半額となり

ます。ですから、絶対に日当７５００円となるのではなく、会議の時間に合わせ、１日の

場合は７５００円、半日の場合は３７５０円となるということです。 

○議長（波岡玄智君）　１番川村義春議員。 

○１番（川村義春君）　今のスポーツ推進委員の報酬の統一の関係についてですけれども、

私は全然聞いていませんでした。そう統一した趣旨といいますか、いつそう統一したのか、

改めてお知らせいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　副町長。 

○副町長（齊藤清隆君）　お答えをいたします。 
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　今回、委員報酬についてですが、令和５年度からは、全ての委員に対し、日額の半日当

という予算ではなく、１日日当ということで、日額でもっての予算取りをいたしました。

そして、実績に合わせ、４時間未満であれば半日当で支給するといったことになりますの

で、ご理解願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　８番三上浅雄議員。 

○８番（三上浅雄君）　それでは、１点だけです。 

　スポーツ振興に要する経費のうちの２４７ページの町スポーツ少年団補助４３万２００

０円についてです。 

　現在、浜中町にはスポーツ少年団として何があって、何名ずつ所属しているのか、お伺

いします。 

○議長（波岡玄智君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（澤邊昭彦君）　現在、スポーツ少年団につきましては、剣道、スケート、

野球が二つ、バドミントン、サッカー、バレーボールクラブ、空手となっております。 

○議長（波岡玄智君）　８番三上浅雄議員。 

○８番（三上浅雄君）　いろいろなスポーツ少年団がありますが、この中で野球が二つと

言われましたね。それは茶内と霧多布ということでいいのでしょうか。また、チームを組

めるだけの人数がいるのか、お伺いします。 

○生涯学習課長（澤邊昭彦君）　再質問にお答えします。 

　野球少年団は、今、浜中町でチームを組めるのは茶内の１チームです。もう一チームは

散布で、学校の活動として少人数で行っている状況です。 

○議長（波岡玄智君）　８番三上浅雄議員。 

○８番（三上浅雄君）　そうすると、霧多布中学校にはないから、霧多布中学校に入った

生徒が野球をしたいという場合は茶内に行くのでしょうかね。ただ、現在、散布の子ども

は厚岸のチームに加盟しているとも聞いています。そうすると父母が送り迎えしなければ

ならないのが現状ですよね。しかし、それができない親御さんであれば、結局、子どもが

やりたい、入りたいと言っても参加できないのが実態かと思います。 

　そこで、送迎をしてやるという町の考え方はあるのか、お伺いいたします。 

○議長（波岡玄智君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（澤邊昭彦君）　父母の負担軽減ということで、送迎のご質問だと思いま

す。 

　令和５年の教育長の執行方針でも部活動の地域移行を掲げていますが、今後は小学校と

中学校が一体となってスポーツ、文化に親しめる環境づくりをするということとしており

ます。新年度には部活動の地域移行に伴って協議会を立ち上げ、子どもたちのやりたいス

ポーツ、保護者が苦慮していることをアンケートで聞きまして、理事者に対し、今、親は

こういうものを求めているというものを提言したいと思っています。 

　議員がおっしゃるとおり、コロナ前に野球少年団の方々がほかの少年団に対してアンケ
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ートを取りました。その中で、共働きが増えており、送迎がきつい、子どもたちのやりた

いことをさせてあげられないという声もありましたので、そういったものをもう一度整理

し、今後３年かけてなのですけれども、実施していきたいと思っておりますので、ご理解

願います。 

○議長（波岡玄智君）　３番秋森新二議員。 

○３番（秋森新二君）　教育振興費に要する経費のうち、２３１ページから２３３ページ

の１８節負担金の海外交流派遣負担金３４８万５０００円についてです。 

　前年度とほぼ同額計上だと思います。それから、その下の国内視察研修負担金１７９万

２０００円ですが、前年度は１７９万４０００円ですから、ほぼ同額計上となります。 

　今、新型コロナの終息に向かっておりますので、自由に研修地を選べるのではないかな

と期待しております。そこで、その時期と派遣及び研修先を想定しているのであれば教え

ていただきたいなと思います。 

　また、国内視察研修についても同様に教えていただきたいと思います。 

　次に、２３７ページの青少年教育に要する経費のうちの２３９ページの１８節負担金の

少年少女国内派遣事業負担金１５０万円についてです。 

　私はコロナかなと思っておりますが、計画していたものが残念ながら実施できず、執行

残となりました。事業費調べでは、前年度と同じく、小学５年生が１２名、中学２年生が

４名という内容になっておりますが、派遣される場所と派遣時期を教えていただきたいと

思います。 

○議長（波岡玄智君）　高校事務長。 

○高校事務長（天岡道芳君）　それでは、２３３ページの負担金の海外交流派遣負担金に

ついてです。 

　行き先はオーストラリアのシドニーで、９泊１０日を予定しております。 

　次に、国内視察研修負担金ですが、まず、国内産業視察研修負担金は愛知県の名古屋市

と長久手市を予定しており、４泊５日の日程となっております。また、国内環境視察研修

は、沖縄県で、４泊５日で予定をしております。 

　時期については、いずれも４月下旬の予定です。 

○議長（波岡玄智君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（澤邊昭彦君）　２３９ページの少年少女国内派遣事業についてご回答い

たします。 

　派遣事業につきましては、令和元年度を最後に事業が止まっております。議員がおっし

ゃるとおり、コロナ禍の中で無理して実施し、大事な子どもたちが感染したり、もしくは、

後遺症が残ったりしてはならないということで、理事者と協議し、令和２年度から中止と

させていただいております。 

　この国内派遣の時期につきましては７月下旬の夏休みで、子どもたちが首都圏を中心に

研修してくる事業となっております。今回、予算は計上させていただきましたけれども、
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感染状況を見つつ状況判断していきたいと思いますので、ご理解願います。 

○議長（波岡玄智君）　３番秋森新二議員。 

○３番（秋森新二君）　道外、道内の派遣及び研修先でありますが、道外はオーストラリ

ア・シドニーでしたね。そして、国内のほうは愛知県長久手市で、４泊５日ということで

した。愛知県長久手市のほうはどのようなものが視察対象となっているのか、分かれば教

えていただきたいと思います。 

　これまで継続されている人づくり事業であって、大変意義のあるものだと思っておりま

すので、ぜひとも実りある研修になってほしいなと思います。 

　次に、２３９ページの派遣先と時期は東京都内ということで、こちらについては分かり

ました。 

○議長（波岡玄智君）　高校事務長。 

○高校事務長（天岡道芳君）　それでは、国内視察研修のうちの産業視察研修の愛知県の

ほうの内容についてです。 

　愛知県名古屋市では名古屋港水族館で研修を行う予定となっております。水生生物の保

護や繁殖を目的とした研究活動を見学するとともに、浜中町から見た海との違いを学び、

海の環境保全について考える研修となっております。 

　続いて、愛知県長久手市ですが、こちらは愛・地球博記念公園にあるモリコロパークで、

豊かな自然環境を利用した集客を行い、世界サミットを行う世界的な有名な場所として確

立された経緯を勉強するものとなっております。 

○議長（波岡玄智君）　２番田甫哲朗議員。 

○２番（田甫哲朗君）　まずは、２１５ページの小学校管理に要する経費のうちの修繕料

４４７万１０００円についてです。 

　補足説明はいただいたのですけれども、少々書き取れませんでした。散布小中学校の変

圧器や教員住宅と言われた記憶があるのですけれども、教員住宅であれば何棟のどこを修

繕するのか、お知らせをいただきたいと思います。 

　同じく小学校管理に要する経費のうちの２１７ページの先ほど落合議員から質問があり

ましたシステム使用料についてです。 

　その内容等については理解いたしましたが、一つ確認しておきたいのが、端末を各自で

自宅に持ち帰ったり学校に持ってきたり、要は教科書を持ち歩くようなものだと思うので

すけれども、セキュリティーについてです。 

　今の子どもたちはスマホを使いこなし、いろいろな活用を自由にできる能力を持ってい

ますよね。ネットにつながっていて、いろいろなものも見られるでしょう。例えば、ゲー

ムはどうなのかなと思うのですけれども、有害サイト対策について、あるいは、ＳＮＳで

の子どもたちのやり取りも可能だと思うのですけれども、むやみに携帯電話のようには使

ってもらっては困るわけで、そうしたセキュリティーについてはしっかりと担保されてい

るのでしょうか。 
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　次に、その下の工事請負費の先ほど川村議員からありました電子錠についてです。 

　僕もここは聞こうと思っていたところですが、要は、散布小中学校に関しては職員室が

２階にあるため、職員玄関に来客があったことをモニターで確認できないようなインター

ホンになっている、そのことから電子錠を設置するということなのですけれども、モニタ

ー自体はどうなのですか。 

　施錠されていた場合、当然、インターホンか何かを鳴らされるのだと思うのですけれど

も、どなたが来たかを教員が一々降りて確認してから電子錠を開けるというものではない

と思うのです。そこでモニターつきのインターホンが必要ないのかなというのが単純な疑

問です。 

　私も用があってたまに茶内の学校に行くのです。常時施錠しているわけではないですよ

ね。それがいいかどうかは分かりませんけれども、例えば、不審者がいましたというよう

な情報があった場合、子どもたちの玄関も施錠するでしょう。また、学校に訪問する際に

はインターホンを鳴らすのですけれども、モニターがついていたかと思うのです。それで

電子錠だけで果たしていいのかなということです。 

　次に、その下の備品購入費１４２万９０００円についてです。 

　散布小中学校の暗幕だけしか書き取れませんでしたので、お知らせください。 

　次に、２２９ページの高校のボイラー工事請負費についてです。 

　ボイラーを交換するということですが、事業費調べでは無圧ヒーター（ボイラー）と書

いてあるので、私はボイラー内の部品を替えるのかなと理解していたのです。しかし、先

ほどの答弁ではボイラーそのものを更新するということだったかと思います。 

　１２月議会では、２基のうちの１基が漏水しているので、ボイラーを更新するという補

正がありました。そのときは５８８万５０００円です。また、説明としては、現在２基あ

るうち、１基はまだ正常に稼働している、それで大丈夫であるというような答弁があった

と思いますが、今回、２基目を更新するということになった経緯です。同じような年数だ

から替えることにしたということですけれども、どうも分かりません。 

　まず、金額についてです。この僅か何か月かの間でボイラーに２００万円くらいの開き

があるわけです。大きさが違うなど、いろいろとあるかと思うのですけれども、金額の開

きについて教えてください。 

　そして、今回、もう一基を更新するに至った理由といいますか、いつ決められたのでし

ょうか。１２月議会での補正ではなく、今回、新年度予算としたのは単なる財政上の理由

だということであれば、それはそれで構わないのですけれども、少なくとも１２月の時点

でもう一基も更新するという感覚はありませんでした。私の勘違いであればそのように答

弁していただいても構いません。 

　次に、２４１ページの総合文化センターについてです。 

　これは金額が大きいので、どうしても触れておかなければならないかなという思いでし

た。内容等については２か年の継続費ということで理解しているのですけれども、２か年
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でこういう金額です、新年度はこことここをやりますというような説明を再度いただきた

いと思います。 

　また、これにはトイレ改修も入っているのですけれども、多目的トイレを設置するとい

う考えがあるのでしょうか。現在はたしかなかったと思うのですけれども、ありましたか。

（発言する者あり）そうですか。 

　ただ、トイレ改修というのはどういう内容なのかも含め、お知らせください。 

　次に、２４５ページのスポーツ振興に要する経費のうちの報償費の講師謝金１０１万８

０００円についてです。 

　説明では部活動を地域に移行するという方向で進んでいるということでした。上のスポ

ーツ推進委員とは違うと思いますし、部活動の地域移行に関してということですが、この

講師謝金の内容についてです。部活動といいますと、私は中学校、高校という古い頭なの

ですが、現在、各中学校の部活動の数、種類も含め、どういうものがあるのか、また、こ

れまでどう対応してこられたのかを併せて伺っておきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君）　２１５ページの小学校管理に要する経費のうちの修繕料につ

いてお答えいたします。 

　４４７万１０００円ということですが、内容は各学校教員、住宅の修繕料ということで、

１校５０万円の４校分で２００万円となります。そして、霧多布小学校、浜中小学校、茶

内小学校の体育館の暖房機ノズル交換で９万９９００円です。それから、散布小中学校の

高圧変圧器交換修理で１９７万１２００円です。同じく散布小中学校の給食用荷物専用昇

降機の修理で９万９０００円です。また、ＧＩＧＡスクールの端末の修理費として６万円

の５台分ということで３０万円を見ております。 

　次に、システム使用料に関わるセキュリティーの話につきましては、室長より答弁いた

します。 

　次に、工事請負費の電子錠についてであります。 

　先ほどの答弁では言葉足らずで申し訳ありませんでした。現在、散布小中学校のインタ

ーホンにモニターはついておりません。そこで、モニターつきのインターホンをつけるの

と合わせ、電子錠をつけるということです。 

○議長（波岡玄智君）　指導室長。 

○指導室長（伊藤善一君）　セキュリティーについてお話しします。 

　先ほどはロイロノートの基本パッケージについてお話をしましたが、セキュリティーは

しっかりと入ってございます。また、有害サイトについてどうなのかということですが、

フィルターで対応しております。 

　また、そういったところに入ったかですが、端末にログが残りますし、学校や業者でも

確認できまして、事後の指導を働かせていくということになるかと考えております。 

　そして、新たにアプリを勝手に入れることについてですが、ＭＤＭと言いまして、業者
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で一括して消したり入れたりと強制力を働かせられますので、大丈夫かなと思っておりま

す。 

　次に、部活動の現状についてです。 

　まず、霧多布中学校は、バドミントン６名、陸上１３名、スケート２名で、加入率は全

生徒数に対して４２％くらいです。 

　散布小中学校は、バドミントン７名、野球２名で、生徒数が９名であり、加入率は１０

０％です。 

　浜中中学校は、卓球が６名、美術が３名で、生徒数が１０名であり、加入率は約９０％

です。 

　茶内中学校は、卓球１５名、陸上１６名、野球１名で、スケートは同好会の取扱いです

けれども、２名、美術が７名で、生徒数が４３名であり、加入率は９５．３％です。 

　それぞれの学校に部活動を担当する先生が複数名おり、先生方が指導しております。た

だ、スケートについては地域の少年団とも連携しながら進めています。 

○議長（波岡玄智君）　管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君）　答弁漏れがありました。申し訳ございません。 

　小学校管理費の備品購入についてです。 

　まず、学校用備品購入として、１校につき５万円で、４校ありますので、２０万円とな

ります。また、霧多布小学校のガス給湯器で１２万８７００円、浜中小学校の特別支援学

級の教室のＦＦストーブで２０万３５００円、散布小中学校の屋内運動場の暗幕で８９万

６０００円という内訳になってございます。 

　なお、先ほどの修繕料の各学校の分と備品購入の各学校分につきましては、新年度に入

りましたら各学校の要望に応じて対応していきたいと思っております。 

○議長（波岡玄智君）　高校事務長。 

○高校事務長（天岡道芳君）　２２９ページの工事請負費の校舎等補修工事についてです。 

　まず、本年１２月に補正で対応させていただいたものについては、そのときにも説明し

ましたが、９月の年次点検で漏水が確認され、厳冬期前に更新をすべく、随意契約で更新

をさせていただきました。そのときは緊急を要するということで随意契約の見積り契約だ

ったのですけれども、年度が変わって次年度に向けてということで町の設計金額とし、約

１８０万円近い差が出ているという状況です。 

　また、ボイラーについて、１２月に補正したとき、同じ年数で同じ使用状況ですので、

もう一基も同時にという考えもあったのですけれども、納品の関係で業者に確認を取った

ら、２基になると年を越えて１月いっぱいになってしまう、さらには、資材の入り具合に

よっては１月を越えてしまう可能性もあるということでした。そのため、その段階ではま

だ１基が動いていましたので、故障した１基だけを更新したということです。 

○議長（波岡玄智君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（澤邊昭彦君）　２４１ページの文化センター改修に伴ってです。 



- 18 - 

 

　金額については２か年で１１億９８５９万３０００円と本当に高額な提案をさせていた

だきました。実施設計するに当たり、最初は１７億円を超える金額を出され、これは議員

の皆さんにはお話しできないなということで絞ったといいますか、縮小した経過をご理解

願いたいと思います。 

　令和５年度につきましては、建築主体工事で５億８４００万円、電気工事で１８００万

円、機械設備工事で１３００万円、合計で６億１６４５万４０００円となっております。 

　工事内容につきましては、屋外防水改修、外壁、ガラス、サッシ等の改修、電気設備に

つきましては、照明、舞台装置の発注業務となりまして、金額は少なくなっております。

機械設備についても発注業務とさせていただいております。 

　令和６年度につきましては、建築主体工事で２億７２００万円、電気工事では１億３８

００万円、機械設備工事では１億７１００万円、合計で５億８２１３万９０００円となっ

ております。 

　２回目は主に内部改修となりますので、エレベーター改修のほか、ステージ周りの照明、

舞台、つり物等の改修、そして、今回新設させていただきますキッズコーナー、図書室の

改修、郷土資料室、リハーサル室の内部改修となります。電気設備につきましては、照明

設備、舞台装置、また、キュービクル内の変電設備の更新になります。機械設備改修につ

きましては、暖房設備、換気設備、自動制御設備等、給排水設備等となります。 

　多目的トイレのお話が出ましたけれども、文化センターの１階の女性用側にあるので、

なかなか目につかないと思いますけれども、１階に１か所、２階に１か所の２か所ありま

す。今回の改修では女性用側にあるものを授乳室に変更したいと考えています。そして、

正面のクロークがあるところに多目的トイレを持ってくる計画でおります。 

　次に、２４５ページの地域移行についてです。 

　三上議員の質問への答弁とかぶるところがあると思いますけども、今、国では部活動の

地域移行を進めております。その課題解決としまして、まず、令和５年度地域移行検討協

議会を設置したいと考えております。学校関係者、スポーツ関係者、保護者会等のメンバ

ー８人を予定しているのですが、その８名分の謝金として１２万円を計上しています。 

　それにプラスして、今後こうなっていくのではないかという見通しを指導してくれる講

師の方を２名予定していまして、２回に分け、その講師の謝金１人３万円の２名分で６万

円を予定しております。 

○議長（波岡玄智君）　２番田甫哲朗議員。 

○２番（田甫哲朗君）　まず、２２９ページの高校ボイラーの関係であります。 

　今の答弁では、１０月の時点でもう一基も替えるという計画があったのだなということ

で、それは理解したいなと思います。ただ、１２月の時点では見積りによる予算計上であ

り、新年度については町で積算した中の単価での予算計上であるということでしたが、ボ

イラー自体は同じものなのでしょうか。というのは、１２月と同額の金額で実際には設置

できるのではないのかなと考えるのですけれども、その点についてだけ再度答弁をいただ
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ければと思います。 

　次に、２４１ページの文化センターについてです。 

　先ほど１回目で聞くのを忘れたのだけれども、かなり大がかりな工事になるということ

で、その間、使用できない期間もあるのかなと思いますし、恐らく、内部改修に入ったら、

それこそ使用できない期間が長くなるのだろうと思います。来年度の見通しも含め、新年

度の使用できない期間がおおよそ分かるのであれば答弁をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　高校事務長。 

○高校事務長（天岡道芳君）　それでは、質問にお答えします。 

　今回更新しようとしているボイラーは、１２月にやったものと同じものです。 

　金額ですけれども、町の設計となりますと道単価を使うことになりまして、それによる

差ということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（澤邊昭彦君）　文化センター改修に伴いまして、現在計画している工期

についてご説明いたします。 

　５月の連休明けに入札を行いまして、６月の定例会で契約の提案をしたいと思っており

ます。そして、６月に工事開始となります。工期は３６０日となっておりまして、来年の

６月中の完成と見込んでおります。 

　ただ、発注業者はまだ決まっていませんので、実際にいつから使えなくなるという話は

できない状況ですけれども、現在、利用者には９月末までの受付として取り扱っておりま

す。そして、１０月から来年３月まで、約９か月間は休館とせざるを得ないかなと考えて

おります。 

　各定期サークル団体には、３月上旬に改修とサークル活動ができる代替施設をお知らせ

いたします。例えば、生涯学習課で持っている体育館、農業者トレーニングセンター、す

くらむ２１といった施設を考えておりますが、このほか、学校開放や地域の施設など、そ

こは要望に沿って対応していきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　２番田甫哲朗議員。 

○２番（田甫哲朗君）　高校ボイラーについてですが、予算を立てる上ではそういうもの

なのでしょう。全てで道の単価等を計算しながらやるのでしょうけれども、どうなのでし

ょうか。１２月に緊急性があるからということで業者から見積りを取り、予算計上し、そ

れで実施できたわけですよね。ただ、新年度については緊急性がないということなのでし

ょう。それで正規の予算計上としたということだと思います。 

　それでは、新年度のボイラー更新については入札になるということなのでしょうか。入

札をしなければできないというものなのですか。１２月のように緊急性がある場合は業者

見積りで発注できたけれども、新年度予算については入札が必要だ、何らかの決まりがあ

って、そういうものでしか実施できないのだという考えなのですか。 

　僅か数か月で金額に差が出てくるというのは私には理解できませんし、ましてや一般町
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民の方からも理解はいただけないと思います。そうであれば、１２月に実施した業者に再

度お願いするという方法だってあるかと思うのですけれども、その答弁をいただいて、終

わります。 

○議長（波岡玄智君）　高校事務長。 

○高校事務長（天岡道芳君）　それでは、補助事業についてです。 

　金額が高くなるということもありまして、入札が原則と認識をしております。ただ、そ

ういったご意見がありましたので、手法について契約関係部署等と協議し、決定したいと

考えております。 

○議長（波岡玄智君）　４番小松克也議員。 

○４番（小松克也君）　２４１ページの文化センターの工事負担についてです。 

　当然、ルパンのスペースも取ると思いますけれども、ルパンの展示をしている場所を探

してもなかなか見つからなかったという話があったのです。よく見てみたら確かに看板が

小さいなと思いました。今度やるときはどんと大きく見えるようにする考えはあるのでし

ょうか。 

○議長（波岡玄智君）　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（澤邊昭彦君）　文化センターの改修に伴っての質問だと思いますけれど

も、ルパンのコレクションに関しましては、教育委員会では場所を貸しているだけです。

運営は違うところがしておりまして、場所が分かりづらいことについてはこれからその協

議会と協議するなり、私どもとしても改善したいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１０款公債費の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１１款給与費の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１２款予備費の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、歳入の１０ページの第１款町税の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第２款地方譲与税の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第３款利子割交付金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第４款配当割交付金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第５款株式等譲渡所得割交付金の質疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第６款法人事業税交付金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第７款地方消費税交付金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第８款環境性能割交付金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第９款国有提供施設等所在市町村助成交付金の質疑を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１０款地方特例交付金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１１款地方交付税の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１２款交通安全対策特別交付金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１３款分担金及び負担金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１４款使用料及び手数料の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１５款国庫支出金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１６款道支出金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１７款財産収入の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１８款寄附金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第１９款繰入金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第２０款繰越金の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第２１款諸収入の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第２２款町債の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（波岡玄智君）　次に、各表の質疑を行います。 

　第２表継続費の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第３表債務負担行為の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　次に、第４表地方債の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　これで質疑を終わります。 

　これから議案第２４号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　討論なしと認めます。 

　これから議案第２４号の採決をします。 

　お諮りします。 

　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第３　議案第２５号　令和５年度浜中町国民健康保険特別会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第３、議案第２５号を議題とします。 

　本案について、提案理由の説明を求めます。 

　町長。 

○町長（松本博君）　議案第２５号令和５年度浜中町国民健康保険特別会計予算について、

提案の理由をご説明申し上げます。 

　本会計の予算につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億８８６２万８００

０円と定め、前年度当初より４．０％、４９０２万７０００円の減額となります。 

　予算の内容につきまして、主なものを申し上げます。 

　歳出についてです。 

　１款総務費では国保事業の運営及び国保税の賦課徴収などの事務的経費で７９２万３０

００円、２款保険給付費では診療機関に対する給付費や高額療養費、出産育児一時金で７

億５５１８万円、３款国民健康保険事業費納付金では４億８５万３０００円、４款共同事

業費拠出金では年金受給者一覧表作成に要する経費で１０００円、５款保健事業費では健

康づくり事業、特定健診等に要する経費や医療費適正化特別対策事業に要する経費などで

２０４４万１０００円、６款諸支出金では保険税還付金及び国庫支出金等返還金で３２３

万円、７款予備費では１００万円を計上しております。 
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　一方、歳入についてです。 

　１款国民健康保険税では３億５５２１万１０００円、２款国庫支出金では出産育児一時

金臨時補助金８万円を見込み計上、３款道支出金では歳出の保険給付費分の普通交付金と

特別交付金で７億８０３５万２０００円、４款財産収入では国保財政調整交付金の積立利

息２０００円、５款繰入金では保険税の減税軽減額保険者支援分、出産育児一時金分及び

事務費分で５２２３万５０００円、６款繰越金では科目設定で１０００円、７款諸収入で

は後期高齢者の健診に係る後期高齢者広域連合からの負担金などで７４万３０００円を計

上しております。 

　なお、本予算につきましては、去る２月１６日開催の令和５年第１回浜中町国民健康保

険運営協議会に諮問し、答申をいただいているところです。 

　また、令和５年度の保険税率等の改正につきましては、北海道の標準税率を参考として、

地方税法等の改正と財政状況を見極めながら、所得が確定した後、６月定例会においてご

提案させていただきます。 

　以上、提案の理由をご説明しましたが、詳細については保険課長より説明させますので、

よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○町長（松本博君）　保険課長。 

○保健課長（渡部直人君）　予算書の１ページをお開きください。 

　議案番号には２５、提出日には８とご記入願います。 

　議案第２５号令和５年度浜中町国民健康保険特別会計予算について、補足説明を申し上

げます。 

　令和５年度浜中町国民健康保険特別会計の予算は、第１条で歳入歳出予算の総額を１１

億８８６２万８０００円と定めようとするもので、第２項では、歳入歳出予算の款項の区

分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算によるとしております。 

　次のページの第１表歳入歳出予算及び４ページの歳入歳出予算事項別明細書並びに２４

ページの給与費細書につきましては説明を省略させていただき、説明の便宜上、歳出から

説明いたします。 

　１０ページをお開きください。 

　歳出についてです。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費５９８万５０００円は３３万２０００円の減

で、共同電算化に要する経費５２７万９０００円は備品購入費で、事務用機器購入は保険

者業務用端末等の更新で４０万７０００円の皆増、一般事務に要する経費７０万３０００

円では、備品購入費で事務用機器購入は窓口用タブレット購入で９万円の皆増、基金積立

金３０００円は１２ページの国民健康保険財政調整基金利子積立金となります。２目連合

会負担金５３万９０００円は１万３０００円の減で北海道国保連合会の負担金となります。 

　２項徴税費１目賦課徴収費１１７万５０００円は１０万３０００円の増で、保険税賦課

徴収事務に要する経費は徴収業務用の公用車車検整備費用などとなります。 
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　３項１目運営協議会費２２万４０００円は６万円の増で、国民健康保険運営協議会に要

する経費は１４ページの委員報酬及び費用弁償などとなります。 

　２款１項保険給付費１目療養諸費については北海道参考値を基に算出し、療養給付費６

億４０００万円は４０４５万４０００円の減、療養費３２０万円は２７万５０００円の減、

診療報酬審査に要する経費１６０万円は３１万３０００円の減となります。２目高額療養

費の高額療養費１億１００万円は４２６万９０００円の減で、北海道参考値を基に算出し、

高額介護合算療養費１５万円は前年度同額で、１６ページのとおりとなります。３目移送

費６万円は前年度同額となります。４目出産育児諸費８００万円は４０万円の減で、出産

育児一時金１件当たり５０万円の１６件分を見込み計上したものです。５目葬祭費４５万

円は１５万円の減で、見込み計上したものです。６目傷病手当金７２万円は２万７０００

円の減で、見込み計上したものです。 

　３款１項１目国民健康保険事業費納付金４億８５万３０００円は７１７万円の減で、北

海道が算定した令和５年度の医療費分、後期分、介護分の事業費納付金となります。 

　４款１項１目共同事業拠出金１０００円は前年度同額で、年金受給者一覧表作成に要す

る経費となります。 

　１８ページをお開きください。 

　５款１項保健事業費１目保健衛生普及費１７７万５０００円は１５万円の増で、健康づ

くり事業に要する経費は、医療費通知、人間ドック健診助成金、一般会計繰出金は国保加

入者のインフルエンザ予防接種及び肺炎球菌予防接種経費相当分となります。２目疾病予

防費１５９万３０００円は前年同額で、疾病予防事業に要する経費は４０歳未満の若年及

び７５歳以上の後期高齢者の健診委託料となります。 

　２項１目特定健康診査等事業費１０６６万円は１３３万９０００円の増で、特定健康診

査等に要する経費は特定健診受診に係る関連費用を計上したものです。２０ページの備品

購入費は特定健診業務用端末等更新に係るパソコン購入となります。 

　３項１目医療費適正化対策事業費６４１万３０００円は９９万４０００円の増で、医療

費適正化特別対策事業に要する経費は医療費適正化事業委託料外となります。 

　６款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険税還付金１５０万円は、一般被保険者

の保険税過誤納還付金で前年度同額となります。２目償還金１７３万円は皆増、国庫支出

金等返還金で過年度分の道補助金、特別調整交付金の返還見込額を計上したものです。 

　２３ページをお開きください。 

　７款１項１目予備費１００万円は、前年同額となります。 

　歳出合計は１１億８８６２万８０００円で、前年度と比較して４９０２万７０００円の

減となります。 

　次に、歳入の説明をいたします。 

　６ページをお開きください。 

　１款１項国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税３億５５２０万８０００円は
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１３５７万３０００円の減、１節医療給付費分現年課税分２億４２４６万２０００円は６

４３万８０００円の減で、北海道の算定額から示された納付金に保健事業費等を加算、保

険者努力支援分などの収入を減算し、収納率９６％で保険税収納必要額として計上、２節

後期高齢者支援金分現年課税分７５２５万７０００円は２９０万９０００円の減で北海道

算定額を計上、３節介護納付金分現年課税分３４３６万１０００円は１０８万９０００円

の減で北海道算定額を計上、４節医療給付費分滞納繰越分２０４万円、５節後期高齢者支

援金分滞納繰越分６８万９０００円、６節介護納付金分滞納繰越分３９万９０００円は前

年度実績の８５％で計上しております。２目退職被保険者等国民健康保険税３０００円は

前年同額で科目設定となります。 

　２款国庫支出金１項国庫補助金１目出産育児一時金臨時補助金８万円は皆増で、出産育

児一時金の増額に伴う令和５年度限りの財政支援として１件当たり５０００円の１６件分

を計上しております。 

　３款道支出金１項道補助金１目保険給付費等交付金７億８０３５万２０００円は４３７

４万２０００円の減で、１節普通交付金７億５４４６万円は４３３０万８０００円の減で

歳出における保険給付費に対応する交付金、２節特別交付金２５８９万２０００円は２１

１万９０００円の増で保険者努力支援分１３６７万５０００円は医療費適正化などの取組

に対する交付金見込み分、特別調整交付金３２１万７０００円は見込み計上、北海道繰入

金７６４万７０００円は医療費適正化及び収納対策の取組等に伴う繰入金、特定健康診査

等負担金１３５万３０００円は特定健診及び詳細検診の費用の法定負担額分を計上したも

のです。 

　４款財産収入１項財産運用収入１目１節利子及び配当金２０００円は国民健康保険財政

調整基金の利子分を計上したものです。 

　５款繰入金１項１目一般会計繰入金５２２３万５０００円は８１８万３０００円の増で、

８ページの１節保険基盤安定繰入金軽減分２３４６万円は、保険税の７割、５割、２割の

軽減分で、北海道から示された算定額を計上、２節保険基盤安定繰入金支援分１４９９万

７０００円は保険税の軽減者に応じた財政支援分で北海道から示された納付金算定結果に

基づいて計上、３節保険基盤安定繰入金就学児均等割分１６０万円は見込み計上、４節出

産育児一時金繰入金５３３万４０００円は北海道から示された納付金算定結果に基づいて

計上、５節事務費繰入金６８４万４０００円は事務費から国保財政調整基金利子分と北海

道の特別調整交付金分を控除した額を見込み計上したものです。 

　６款１項１目繰越金１０００円は前年同額、前年度剰余金は科目設定となります。 

　７款諸収入１項延滞金及び過料１目延滞金は前年度同額を科目設定したものです。 

　２項受託事業収入１目健康診査等負担金７４万３０００円は３万３０００円の増で、後

期高齢者健康審査負担金となります。 

　３項雑入１目第三者納付金、２目返納金、３目雑入はいずれも科目設定となります。 

　歳入合計は１１億８８６２万８０００円で、前年度と比較して４９０２万７０００円の
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減となります。 

　以上、議案第２０号の補足説明といたしますので、よろしくご審議くださいますようお

願いいたします。 

○議長（波岡玄智君）　これから議案第２５号の質疑を行います。 

　歳入歳出一括して行います。 

　この際、暫時休憩します。 

（休憩　午前１１時５７分） 

（再開　午後　１時００分） 

○議長（波岡玄智君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　日程第３、議案第２５号の質疑を続けます。 

　１番川村義春議員。 

○１番（川村義春君）　国保税全般にわたって質問します。 

　毎年、当初予算のときに聞いているのですけれども、６月が本算定みたいな感じで、６

月に正式に国保税の内容が決まるということです。そこで、限度額の改定や軽減の割合の

算定方法が変わったなどがありましたら、まずはお知らせをいただきたいと思います。 

　次に、１７ページの出産育児一時金、葬祭費の関係についてです。 

　これは見込み計上ということなのですね。出産育児一時金に関しては、前年度は４２万

円の２０件いうことで８４０万円の計上がありました。今回は４０万円少なく、８００万

円、１６件分ということです。 

　補正予算のときにも聞いたのですけれども、非常に出生率が低い中、１６件を見たとい

う背景があれば教えていただきたいと思います。 

　また、葬祭費は１件当たり３万円で、１５人分を見込み計上したということです。前年

度は２０件を見ていたわけです。今、高齢化がどんどん進み、亡くなる方も非常に多いで

すが、これは実績見込みなのでしょうか。せめて今年度ぐらいはあるのかなと思っていま

すけれども、実績はいかがだったのでしょうか。あまりいい話ではないのですけれども、

確認をさせていただきたいと思います。 

　次に、国民健康保険事業納付金についてです。 

　北海道が全道の医療費をまとめて推計し、保険給付に充てるために納付金を各市町村に

通知するという中身のようであります。これを受けて、北海道は市町村ごとの標準保険税

率を算定して各町村に公表するわけで、それを参考に税率を決めるというような仕組みに

なっていると思います。 

　納付金の金額は４億８５万３０００円で、今年度は４億８０２万３０００円ですから、

７１７万円の減ということですが、減ったのは全道的に医療費が下がったからという見方

をしていいのかどうか、確認させてください。 

○議長（波岡玄智君）　保険課長。 

○保険課長（渡部直人君）　数点にわたりご質問をいただきましたけれども、順番にお答
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えしたいと思います。 

　まず初めに、税の関係の制度改正についてお話をしたいと思います。 

　令和５年度の地方税法等の改正として、まずは限度額についてです。限度額は、後期高

齢者支援金の課税分について、現行の２０万円が２２万円へと２万円引き上げられます。

そして、基礎課税分は据置きの６５万円、介護納付金分も据置きで１７万円になりますの

で、合わせて１０４万円になる予定になっております。 

　また、中間層の税負担の軽減ということで、国保税の軽減措置の拡充があります。これ

については、軽減判定所得の５割軽減の判定に係るものですけれども、２８万５０００円

から２９万円へと５０００円引き上げられます。そして、２割軽減の分の５２万円が５３

万５０００円へと１万５０００円引き上げられます。 

　徴税法の関係ではこうした改正になりますけれども、今、国では関連予算関係で全世代

対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律に

ついて国会で審議されていまして、平たく言うと、高齢者も含め、負担できる方に負担し

てもらおうというものです。 

　具体的に言うと、出産育児一時金が今回５０万円になりましたけれども、この財源に後

期高齢者の方々の保険料負担もということです。保険料の改定は令和４年度と５年度は据

置きで、６年度以降ですけれども、保険料負担を求めるとなっております。あわせて、子

育て世代の負担軽減ということで、出産する被保険者の国民健康保険税の産前産後期間、

前後で合わせて４か月分の均等割と所得割の減免制度を創設するということです。社会保

険に入っている方ですと、減免期間が出産の前後でありますが、それと同じく、お子さん

を産んだ国保の方についても、その前後４か月については減免するということになってい

ます。 

　なお、これについては関連法の成立のほか、予算の関連もありますので、６月には間に

合わないと思っております。施行については令和６年１月で調整されておりますが、方向

性としては間違いなくそのようになりますので、こちらは６月を過ぎてからの条例等の改

正となります。 

　また、還付等、保険税の構成ということもあり、そこはまだ審議中でして、情報が来て

おりませんが、こちらについては改めて提案をさせていただきたいと思います。 

　次に、１７ページの出産育児一時金の関係です。 

　今回、５０万円、１６件としていますけれども、この算定方式は北海道から示されたも

のです。令和４年度分は入っていないのですけれども、それ以前の北海道の３年分の状況

を見て、ある程度見込んでおります。 

　ちなみに、当町についてですが、元年度は１５件、２年度は２１件、３年度は１２件で

して、令和２年度がちょっと多かったですが、これがならされて１６件ということで道が

積算してきたのだと思います。ただ、補正予算で提案したとおり、希望を含めて１０件と

出していますけれども、４年度は大幅に減少しているという実態があります。 
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　次に、下のほうの葬祭費についてです。 

　こちらも同じく過去の実績であり、元年度は１２件、２年度は１５件、３年度は１１件

となっておりますので、これにより１５件という設定になっております。 

　国保加入者ですから、７５歳以上の人は後期高齢者医療のほうで葬祭諸費を入れていま

す。あくまでも、７４歳以下の国保加入者が亡くなった場合の葬祭費の支給ですので、そ

のようにご理解をいただければと思います。 

　次に、下の健康保険事業費納付金の関係です。 

　まず、内訳を言いますと、医療費分が２億７８４８万８０００円、後期分が８４６３万

円、介護分が３７７３万５０００円で、合わせて４億８５万３０００円でして、７１７万

円の減です。 

　これも過去の加入者の所得の状況を基に算出されるのですけれども、被保険者が減って

いるということで最終的な医療費に求める額が少なくなっていまして、１人当たりの納付

金の額も減るということです。 

　ただし、所得の関係もあるものですから、人数が減った分といいますか、１０％減った

から１０％減るということにはなりません。どちらかといえば、当町は所得の階層のいる

ところは残っている状態です。 

　このようなことで、過去の３年間の医療費動向、加入者動向、医療費の状況を含め、全

道に占める割合をプールし、５年度分の標準保険料が算出され、この分を浜中町は納付し

てくださいということで来ているものとなります。 

○議長（波岡玄智君）　田甫哲郎君。 

○２番（田甫哲朗君）　１点、１１ページの共同電算化に要する経費と一般事務に要する

経費のうちの備品購入費についてです。 

　多分聞き漏らしたのだと思うのですけれども、一般事務に要する経費のほうの９万円に

ついては窓口用タブレットということですよね。ただ、その上のほうの４０万７０００円

についてもう一度ご説明をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　保険課長。 

○保険課長（渡部直人君）　共同電算化に要する経費のうちの備品購入費の事務用機器に

ついてです。 

　これは、保険者業務用端末です。北海道の国保連とつながっている基幹システムと連動

しているのですけれども、５年に１回、更新になりまして、今回はその分のパソコン２９

万１５００円とプリンター１１万５５００円です。ただ、国保連との共同購入になります

ので、国保連から購入するという予算設定になっております。 

　先ほど言った下のほうの一般事務に要する経費については、タブレットということで、

窓口端末となります。これは、マイナンバー関係の保険証の支援ということで、保険年金

の窓口のほうとひもづけをする専用のタブレットを設置することになっております。 

○議長（波岡玄智君）　田甫哲郎君。 
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○２番（田甫哲朗君）　そのシステムがよく分からないので、しつこいのですけれども、

再度お聞きします。 

　要は、北海道クラウドあたりとつながるのかも分かりませんが、５年に１回、必要な更

新に対する備品購入費ということであるという大まかな理解でいいのでしょうか。 

　パソコン等を購入するわけで、その後に備品として残るということですよね。この計上

は今年度にはなかったので、両方ともチェックを入れていたのですけれども、５年後にま

たこのような予算措置が必要になるという理解でいいのでしょうか。それとも、今回購入

するので、必要ないということなのか、もうちょっと分かるように説明をいただければと

思います。 

○議長（波岡玄智君）　保険課長。 

○保険課長（渡部直人君）　パソコンの更新についてですけれども、業務で言うと、ほと

んどが国保連合会からの請求関係の事務となります。レセプトデータがクラウドの中で処

理されています。当町の専用パソコンを使い、そのクラウドに行って、給付記録などを見

るほか、資格などの管理をします。また、北海道クラウドの分もありまして、所得データ

などが向こうに行って、納付金の算定などにも使われています。そして、医療費の分析な

どもあります。システムＫＤＢといって、国保データベースシステムというものがあるの

ですけれども、そことも連動しております。健康推進係にあるパソコンで、５年に１回更

新することが推奨されていますので、特定健診用のパソコンと一般業務用のパソコンを更

新いたします。 

　北海道クラウドの話が出ましたけれども、北海道クラウドの分は、今、国のガバメント

クラウドへと変わっていくので、その対応も含め、更新しようとするものです。 

　なお、５年に１回は必ずしますので、残りません。取り換えとなりますので、引き上げ

て、新しいものが５年後に入るということです。北海道全体でやっていまして、健康分野

の分と当町の分です。あわせて、介護保険の分も今回は予算措置していますけれども、今

回、北海道国保連のほうでは大量にパソコンを共同購入しますので、かなり安価でできて

いると思っております。 

　一般業務の中では基幹システムとそのパソコンが連動しながら医療機関との給付関係の

調整も含めてやっている機器になります。 

○議長（波岡玄智君）　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　これで質疑を終わります。 

　これから議案第２５号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　討論なしと認めます。 

　これから議案第２５号を採決します。 

　お諮りします。 
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　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第４　議案第２６号　令和５年度浜中町後期高齢者医療特別会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第４、議案第２６号を議題とします。 

　本案について、提案理由の説明を求めます。 

　町長。 

○町長（松本博君）　議案第２６号令和５年度浜中町後期高齢者医療特別会計予算につい

て、提案の理由をご説明申し上げます。 

　本会計の予算につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ７９００万７０００円と

定め、前年度当初より０．６％、４４万４０００円の減額となります。 

　予算の内容につきまして、主なものを申し上げます。 

　歳出についてです。 

　１款総務費では一般事務に要する経費などで１０６万９０００円、２款後期高齢者医療

広域連合納付金では歳入の保険料及び広域連合職員の人件費などの市町村負担金で７７８

３万８０００円を計上しております。 

　一方、歳入についてです。 

　１款後期高齢者医療保険料は５５１５万８０００円で、内訳は、現年度特別徴収保険料

３３５９万９０００円、現年度普通徴収保険料２１３５万円、滞納繰越分普通保険料２０

万９０００円、２款繰入金は２３８４万５０００円で、内訳は、保険基盤安定繰入金１８

５８万３０００円、事務費繰入金で５２６万２０００円、３款繰越金１０００円、４款諸

収入３０００円は、いずれも科目設定による計上です。 

　以上、提案の理由をご説明しましたが、詳細については保険課長より説明させますので、

よろしくご審議くださいますようお願い申しあげます。 

○議長（波岡玄智君）　保健課長。 

○保険課長（渡部直人君）　予算書の２５ページをお開きください。 

　議案番号には２６、提出日には８とご記入を願います。 

　議案第２６号令和５年度浜中町後期高齢者医療特別会計予算について補足説明いたしま

す。 

　令和５年度浜中町後期高齢者医療特別会計の予算は、第１条で歳入歳出予算の総額を７

９００万７０００円と定めるようとするもの、第２項で歳入歳出予算の款項の区分及び当

該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算によるとしております。 

　２６ページの第１表歳入歳出予算と２７ページの歳入歳出予算事項別明細書については
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説明を省略させていただき、説明の便宜上、歳出から説明いたします。 

　３０ページをお開きください。 

　歳出についてです。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費３２万５０００円は１２万８０００円の減で、

一般事務に要する経費は、会議出張旅費、被保険者証の郵送料などとなります。 

　２項１目徴収費７４万４０００円は３万１０００円の増で、保険料賦課徴収事務に要す

る経費は、納付書、保険料決定通知書の作成、郵送料などとなります。 

　２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金７７８３万８０００円は５４万１０００円

の増で、北海道後期高齢者医療広域連合負担金として、広域連合の概算に基づき、事務費

負担分と保険料負担分、保険料軽減に係る保険基盤安定分を計上しております。 

　３款１項１目予備費１０万円は前年同額を計上しております。 

　３２ページをお開きください。 

　歳出合計は７９００万７０００円で、前年度と比較して４４万４０００円の増となりま

す。 

　次に、歳入を説明いたします。 

　２８ページをお開きください。 

　１款１項後期高齢者医療保険料１目特別徴収保険料３３５９万９０００円は２１２万９

０００円の減、１節現年度分特別徴収保険料は北海道後期高齢者広域連合の通知に基づき

特別徴収分の概算保険料を見込み計上したものです。２目普通徴収保険料２１５５万９０

００円は１万３０００円の減、１節現年度分普通徴収保険料２１３５万円は保険料調定見

込額に収納率９８％で計上、２節滞納繰越分普通徴収保険料２０万９０００円は滞納繰越

見込額に収納率５０％で計上したものです。 

　２款繰入金１項一般会計繰入金１目保険基盤安定繰入金１８５８万３０００円は１５８

万５０００円の増で、１節保険基盤安定繰入金は保険料軽減分として一般会計からの繰入

金を計上したものです。２目事務費繰入金５２６万２０００円は１００万１０００円の増

で、１節事務費繰入金は北海道後期高齢者医療広域連合が示す事務費の市町村負担分と歳

出の事務経費に係る繰入金を計上したものです。 

　３款１項１目繰越金１０００円は、前年剰余金で、科目設定となります。 

　４款諸収入１項雑入２項償還金及び還付加算金は、いずれも前年度同額で、科目設定と

なります。 

　歳入合計は７９００万７０００円で、前年度と比較して４４万４０００円増となります。 

　以上、議案第２６号の補足説明といたしますので、よろしくご審議くださいますようお

願いいたします。 

○議長（波岡玄智君）　これから議案第２６号の質疑を行います。 

　歳入歳出一括して行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（波岡玄智君）　質疑なしと認めます。 

　これから議案第２６号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　討論なしと認めます。 

　これから議案第２６号を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第５　議案第２７号　令和５年度浜中町介護保険特別会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第５、議案第２７号を議題とします。 

　本案について、提案理由の説明を求めます。 

　町長。 

○町長（松本博君）　議案第２７号令和５年度浜中町介護保険特別会計予算について、提

案の理由をご説明申し上げます。 

　本会計の予算につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９３３５万４０００

円と定め、前年度当初より３．４％、１６３７万４０００円の増額となります。 

　予算の内容につきまして、主なものを申し上げます。 

　歳出についてです。 

　１款総務費では介護保険推進に要する経費などで５７２万１０００円、２款保険給付費

では居宅介護サービス等給付に要する経費１億４０３０万８０００円、施設介護サービス

給付に要する経費２億１３４４万４０００円などで４億５２８４万円、３款地域支援事業

費では介護予防生活支援サービス事業に要する経費１０９９万１０００円などで３４２３

万２０００円、４款基金費１万１０００円、５款諸支出金５万円、６款予備費５０万円を

計上しております。 

　一方、歳入についてです。 

　１款介護保険料では第１号被保険者介護保険料１億３１５万４０００円、２款国庫支出

金では介護給付費負担金７６５５万８０００円、調整交付金２２６４万２０００円などで

１億１１８０万８０００円、３款道支出金では介護給付費負担金７０６１万４０００円な

どで７５９０万３０００円、４款財産収入では利子及び配当金で１０００円、５款支払基

金交付金では介護給付費交付金及び地域支援事業交付金で１億２５１９万８０００円、６

款繰入金では介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金、その他繰入金及び低所得者保険料

軽減繰入金で７７２８万４０００円を計上しております。 



- 33 - 

 

　７款繰越金及び８款諸収入は、科目設定であります。 

　以上、提案の理由をご説明しましたが、詳細については保険課長より説明させますので、

よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君）　保険課長。 

○保険課長（渡部直人君）　予算書３４ページをお開きください。 

　議案番号には２７、提出日には８とご記入願います。 

　議案第２７号令和５年度浜中町介護保険特別会計予算について補足説明を申し上げます。 

　令和５年度浜中町介護保険特別会計予算は、第１条では歳入歳出予算の総額は歳入歳出

それぞれ４億９３３５万４０００円と定めようとするもので、第２項では歳入歳出予算の

款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算によるとしております。 

　３５ページと３６ページの第１表歳入歳出予算及び３７ページと３８ページの歳入歳出

予算事項別明細書につきましては説明を省略させていただき、説明の便宜上、歳出よりご

説明申し上げます。 

　４３ページをお開きください。 

　歳出についてです。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費５２３万５０００円は１９万７０００円の減、

介護保険推進に要する経費３９７万７０００円は２１万４０００円の減、委託料、介護保

険事業計画策定委託料は令和６年度開始の第９期介護保険事業計画策定に関わるもの、備

品購入費、事務用機器購入２９万２０００円は、皆増で、介護保険システム業務端末の更

新に係るパソコン等購入経費、介護認定審査会に要する経費１２５万８０００円は１万７

０００円の増となります。 

　４５ページをお開きください。 

　２項１目賦課徴収費４８万６０００円で、３万２０００円の増は介護保険料賦課徴収に

要する経費となります。 

　２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目居宅介護サービス給付費１億４３８８万８

０００円は、コロナ禍の影響などを勘案し、前年度同額を計上しております。居宅介護サ

ービス等給付に要する経費１億４０３０万８０００円、居宅介護住宅改修に要する経費２

８８万円、居宅介護福祉用具購入に要する経費７０万円、４７ページですが、２目地域密

着型介護サービス給付費３７７７万６０００円は６６万円の減、３目施設介護サービス給

付費２億１３４４万４０００円は１７６４万円の増、４目居宅介護サービス計画給付費１

６９７万６０００円は１４万４０００円の減、５目審査支払手数料３１万１０００円は前

年度同額となります。 

　２項高額介護サービス等費１目高額介護サービス費１２２６万５０００円で３３万円の

減、２目高額医療合算介護サービス等費２４０万円は前年度同額となります。 

　４９ページをお開きください。 

　３項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス費２５７８万円は、９８
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万円の減となります。 

　３款地域支援事業費１項１目介護予防事業費２２２万８０００円は１０５万２０００円

の増、介護予防事業に要する経費で、業務用車両の車検２台分と介護予防事業に使用する

事業用機器借り上げ料など、５１ページですが、２目介護予防・生活支援サービス事業費

１０９９万１０００円は６０万８０００円の減、介護予防・生活支援サービス事業に要す

る経費、委託料、配食サービス事業委託料、要支援分で５６６万２０００円ほかとなりま

す。 

　２項包括的支援事業・任意事業費１目包括的支援事業費１４９４万８０００円で、５１

万７０００円の増は、包括的支援事業に要する経費で、地域包括支援センター職員２名分

の人件費ほか、５３ページですが、２目任意事業費６０６万５０００円は５万４０００円

の増、任意事業に要する経費では、委託料、高齢者分の配食サービス事業委託料として５

６６万２０００円となります。 

　５５ページをお開きください。 

　４款基金費１項介護保険基金費１目介護保険給付費準備基金費１万１０００円は、２０

００円の減となります。 

　５款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目第１号被保険者保険料還付金５万円は、前

年度同額となります。 

　６款１項１目予備費５０万円は、前年度同額となります。 

　歳出合計は４億９３３５万４０００円で、１６３７万４０００円増となります。 

　５７ページから６０ページの給与費明細書につきましては説明を省略させていただき、

次に歳入をご説明いたします。 

　３９ページをお開きください。 

　１款１項介護保険料１目第１号被保険者介護保険料１億３１５万４０００円は２６９万

５０００円の増、１節現年度分１億３０８万６０００円は歳出２款保険給付費及び３款地

域支援事業費の第１号被保険者法定負担額を計上、２節滞納繰越分６万８０００円は、滞

納分で、収納率２０％を見込み計上したものです。 

　２款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金７６５５万８０００円で、２２７

万２０００円の増は歳出２款保険給付の法定負担額を計上したものです。 

　２項国庫補助金１目調整交付金２２６４万２０００円で、７７万７０００円の増は歳出

２款保険給付費の法定負担額を計上したもの、２目地域支援事業交付金（介護予防・日常

生活支援総合事業）２７１万５０００円で、１４万９０００円の減は歳出３款１項介護予

防事業費の法定負担額を計上したもの、３目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支

援総合事業以外の地域支援事業）７８６万４０００円で、５８万１０００円の増は歳出３

款２項包括的支援事業任意事業費の法定負担額を計上したもの、４目保険者機能強化推進

交付金９９万１０００円は２０万１０００円の増、５目介護保険保険者努力支援交付金１

０３万８０００円は２９万６０００円の増となります。 
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　３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金７０６１万４０００円で、２７７万３

０００円の増は法定負担額を計上したものです。 

　２項道補助金１地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）１３５万７０

００円で、７万５０００円の減は法定負担額を計上したもの、２目地域支援事業交付金（介

護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）３９３万２０００円で、２９万１０

００円増は法定負担額を計上したものです。 

　４款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金１０００円は、１０００円の減で、

介護保険給付費準備基金利子となります。 

　５款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金１億２２２６万６０００円で、４１９万

２０００円の増は法定賦課額を計上したもの、２目地域支援事業支援交付金２９３万２０

００円で、６万１０００円の減は法定負担額を計上したものとなります。 

　４１ページをお開きください。 

　６款繰入金１項一般会計繰入金１目介護給付費繰入金５６６０万５０００円で、１９４

万１０００円の増は法定負担額を計上したもの、２目域支援事業繰入金（介護予防・日常

生活支援総合事業）１３５万７０００円で、７万５０００円の減は法定負担額を計上した

もの、３目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）

３９３万２０００円で、２９万１０００円増は法定負担額で計上したもの、４目その他繰

入金８６６万７０００円で、６万４０００円の減は事務費繰入金で歳出１款総務費など補

助対象外分を計上したもの、５目低所得者保険料軽減繰入金６７２万３０００円で、５８

万９０００円の増は低所得者の保険料軽減分となります。 

　７款１項１目繰越金から８款諸収入１項延滞金及び過料、２項雑収入につきまして、い

ずれも前年同額で、科目設定となります。 

　歳入合計は４億９３３５万４０００円で、１６３７万４０００円の増となります。 

　以上、議案第２７号の補足説明といたしますので、よろしくご審議くださいますようお

願いいたします。 

○議長（波岡玄智君）　これから議案第２７号の質疑を行います。 

　歳入歳出一括して行います。 

○議長（波岡玄智君）　２番田甫哲朗議員。 

○２番（田甫哲朗君）　４４ページの介護保健推進事業に要する経費のうちの第９期計画

の策定委託料についてです。 

　これは前年度からの２か年事業ということで、新年度に出来上がるのだろうと思ってお

ります。これは３年に１度の見直しが義務づけられているということで委託料が発生して

いるのでしょうけれども、この計画を策定し、どういう方向で活用が図られているのかで

す。 

　要するに、要介護者や介護をされている方の数など、いろいろなものをこの計画の中に

反映していると思うのですけれども、この予算措置も含め、介護現場ではどう活用されて
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いるのかということを伺いたいと思います。 

　次に、その下の備品購入費についてです。 

　先ほどの国保と同様、これも５年に１度必要になってくるものかなと理解しております

けれども、それについての答弁もいただきたいと思います。 

　次に、５０ページの介護予防事業に要する経費のうちの需用費の修繕料２５万８０００

円についてです。 

　今年度は８万１０００円の計上でしたが、この修繕料というのは車にかかるものなのか、

何の修繕料なのかをお知らせください。 

　次に、その下の使用料のシステム使用料６万７０００円と事業用機器等借上料３５万７

０００円についてです。 

　これらは新規計上かと思いますけれども、説明をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　保険課長。 

○保険課長（渡部直人君）　まず、４４ページの介護保険推進に要する経費のうちの委託

料の介護保険事業計画策定委託料２３７万６０００円についてです。 

　第９期介護保険事業計画の策定に係るものですけれども、令和４年度と５年度の２か年

で計画をつくります。４年度は、高齢者６５歳の方、また、要介護認定などを受けている

方に対し、困り事も含めて、アンケート調査をしています。基本的なものについては国の

ものがあるのですけれども、浜中町独自でも配食サービスを平成３０年からやっています

ので、そういったものを知っているかなどをお聞きしております。あるいは、買物はどの

ように行っていますか、自分で歩いていますか、送迎がありますかなどについても細かく

聞いております。 

　なお、成果品が今月に出来上がるのですが、３月にそのアンケートの結果報告を策定委

員会でやらせてもらう予定です。 

　また、国の介護保険計画において、これを必須条件として入れなければならないという

ものがあります。そのマニュアルみたいなものが８月ぐらいに出てくるのですが、それに

加え、浜中町で今までやってきた３年間の振り返り、また、要介護が増えているのか、減

っているのかなどを組み込んだものを概要版のようなものとしてつくって、１０月ぐらい

に委員会を再度開催しようと考えております。 

　そして、それを整理した上で、６年度、７年度、８年度の３年でどのくらい要介護者が

増えるか、どういうサービスが増えていくか、今回、施設関係については３月補正をさせ

てもらいましたけれども、そのようなものも含めて検討する予定です。 

　総体的には要介護の人はそんなに増えていないのですけれども、重度化しているという

ことがありますので、もしかすると施設入所が少し多くなる可能性はあるのかなと考えて

おります。これにはコロナの影響もあるかもしれませんけれども、そのようなことを調整

しながらとなります。単純に前３年度分の給付費が見られないものですから、困り事を含

めて皆さんの意見を聞くアンケート調査の結果を見て、施策に盛り込めるものがあるかを



- 37 - 

 

考えたいと思っております。 

　そして、介護度別の人数と１号保険者数を見込みながら、給付費と併せて介護保険料を

決定します。その中には財政調整基金もありまして、それを活用して少し圧縮できないか

なども決めていきます。一般的には給付費が増えています。１人当たりの負担は少し増え

る可能性はあるのですけれども、財政調整基金の活用も含め、計画に組み込み、２月ぐら

いに最後の策定委員会をやって、３月末までにつくり上げ、公表となります。 

　ただ、３月には先ほど言いました保険料の改定もありまして、来年３月には保険料の改

定となります。しない場合はそのままということもありますけれども、それらを見込んで、

条例について言うと保険料の改正となります。 

　このように、何が必要かなどについてはアンケートで皆さんから意見を聞いて、取り込

めるもの、その可能性があるものを精査していきたいなと思っています。 

　なお、委員は、福祉関係や介護関係の方、町内の産業団体の女性部の会長、民生委員な

どのほか、町からの職員が入り、１３名くらいで、そうした方々の意見をお聞きします。

前回の第８期計画は、コロナ禍でしたので、書面会議での作成でした。しかし、今回は集

まって具体的な中身を説明したいと考えております。３月２４日に１回目をやる予定にな

っておりますけれども、アンケート結果をはじめ、趣旨や浜中町の介護の置かれている状

況を説明し、５年度中に策定したいと考えております。 

　次に、事務用機器、パソコンについてです。 

　これも先ほどの国保と同じですが、パソコン更新となります。これは給付関係、請求関

係、また、介護の資格がないのに間違っていたなど、そのようなことも含めてデータ化さ

れているのですが、国保連合会との電算処理の基幹システムで使っている業務用端末とな

ります。これについても５年に１回ということですし、これも安価でできていると考えて

おります。 

　次に、５０ページの介護予防事業に要する経費のうちの需用費の修繕料についてです。 

　今回は車検がたまたま２台分なのです。包括支援係には２台の車があるのですけれども、

２台とも同じ年ということです。役務費のほうもそうですけれども、修繕料が１７万７０

００円増えていますし、保険料と車検諸費が増えているのはそうしたことが原因です。 

　次に、その下の新規の分の使用料及び賃借料です。 

　システム使用料について、今まで介護保険の関係の法律の本などが加除式だったのです

けれども、今回は介護保険さがせるｎｅｔということで、そこの会社で改正や政令などを

簡単に検索できるようになりますし、独自の情報も来ます。また、ペーパーレスともなり

ます。 

　実際に計算をしたのですけれども、システムを入れたほうが安く、これで２万６４００

円でして、台本を使うよりは安いという結論でこれを入れることにしました。 

　次に、Ｚｏｏｍのライセンス契約３万９３００円についてです。 

　コロナ禍でケア会議や認定調査などで直接行ったり面談して会議を開いたりすることが
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できませんでした。また、情報を共有する中では書面だけだとちょっと分かりづらいとこ

ろもありますので、社協や野いちご、各居宅介護支援事業所とＺｏｏｍで会議をやること

を考えております。 

　なお、認定調査は、実質、電話などでやっていたのですけれども、画面で見たりしなが

ら利用者の調査ができれば一石二鳥かなと考えておりまして、コロナ禍対応でライセンス

の分を入れているということです。 

　次に、事業用機器等借上料３５万７０００円についてです。 

　介護予防事業でわっはっはや体操や運動をやっていまして、今年度は第一興商の介護予

防でカラオケと体操ということで春と秋に２回やっているのですけれども、結構評判がよ

く、それを通年化しようかなと考えております。 

　そして、カラオケ機器関係ですけれども、これだけではなく、一般的な介護予防の教室

にも活用したいなということで、月２万７０００円の消費税の１２か月分で３５万６４０

０円を計上させていただいております。 

○議長（波岡玄智君）　田甫哲郎君。 

○２番（田甫哲朗君）　大変詳しい説明をありがとうございました。 

　多分、取り越し苦労だとは思うのですけれども、前回の事業計画の中で誰が介護されて

いますかというような項目があり、多くは配偶者もしくは子どもということでありまして、

孫はゼロでありました。 

　最近よく耳にするヤングケアラーという言葉がございますけれども、実際に本町で介護

のために子どもの時間が割かれているという事案はないのか、お尋ねします。 

　例えば、同居をされている場合、お母さんの手伝いだというような感覚でもお手伝いを

する場面があったとしたらヤングケアラーなのでしょうか。定義として、例えば、１人で

何時間もやらなければならないというようなものがあるとも思うので、単なる手伝い程度

は当てはまらないと考えていいのかなと思うのですけれども、現実に、浜中町の中にほん

のお手伝いでもやっているというような事案があるのかどうか、分かれば教えてください。 

　取りあえず、その計画の中では孫が介護に当たっているという事案はなかったわけです

が、答弁をいただければと思います。 

○議長（波岡玄智君）　保険課長。 

○保険課長（渡部直人君）　このたびのアンケートでもそのような項目はあるのですけれ

ども、ヤングケアラーに該当するかどうかですね。それに、孫と言いましても成人をして

いる方もおられると思います。一般的には、８０歳代の方の孫ですと２０歳を過ぎている

ケースもあるかなと思うのですけれども、配偶者やお子さんが多いで、孫が一部あるぐら

いの感じです。 

　また、相談事として、お父さんやお母さんがおらず、２０代や３０代の若い方が見てい

るといいますか、同居しているというケースは地域包括支援センターに来ていますし、必

要なサービスをどうするかはケアマネとなります。ただ、地域包括支援センターに一度来
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てから、こういう支援がありますよとなります。 

　見えないものについてはちょっと分からないですけれども、浜中町の場合、全体的に見

守りができていまして、担当としてはそうしたケースは把握していないといいますか、い

ないのかなと思っております。 

　ケアマネなり地域の方々を含め、見守りネットワークなどの会議もありまして、民生委

員も含めて情報をもらい、そうした方がいた場合は必要な支援をするという対応になると

思います。 

○議長（波岡玄智君）　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　これで質疑を終わります。 

　これから議案第２７号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　討論なしと認めます。 

　これから議案第２７号を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第６　議案第２８号　令和５年度浜中診療所特別会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第６、議案第２８号を議題とします。 

　本案について、提案理由の説明を求めます。 

　町長。 

○町長（松本博君）　議案第２８号令和５年度浜中診療所特別会計予算について、提案の

理由をご説明申し上げます。 

　本会計の予算につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４０１２万１０００

円に定め、前年度当初より２３．７２％、６５２１万５０００円の増額となっております。 

　予算の主な内容を申し上げます。 

　歳出についてです。 

　１款では総務費浜中診療所管理に要する経費で光熱水費等維持管理経費８０８６万１０

００円、浜中診療所運営に要する経費で医師、看護師等職員の人件費や派遣医師への医師

謝金など診療所運営経費２億１３２９万５０００円を計上、２款医業費では医業に要する

経費で医薬材料費、臨床検査委託料など２９１９万５０００円、入院患者等寝具に要する

経費で消耗品費及び入院患者寝具賃借料１２０万６０００円、入院患者等給食に要する経
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費で入院患者の給食に要する経費３４９万２０００円を計上、３款公債費では地方裁償還

元金１１６２万７０００円、地方債償還利子２４万５０００円を計上しております。 

　一方、歳入についてです。 

　１款診療収入では入院収入で３７３１万５０００円、外来収入４４１６万９０００円、

その他診療収入３７１万６０００円で、８５２０万円を計上、２款使用料及び手数料では

予防接種料などで１００５万６０００円、３款国庫支出金では医療施設等整備事業補助で

２３９０万２０００円を計上、４款繰入金では、収支の均衡を図るため、一般会計繰入金

で１億６３５３万４０００円を計上、７款町債では過疎地域持続的発展特別事業債などで

５６７０万円を計上しております。 

　以上、提案の理由をご説明しましたが、詳細につきましては浜中診療所事務長より説明

をさせますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君）　診療所事務長。 

○診療所事務長（中山正教君）　予算書６２ページをお開きください。 

　初めに、議案番号には２８号、提出日には８日とご記入願います。 

　議案第２８号令和５年度浜中診療所特別会計予算について補足説明を申し上げます。 

　令和５年度浜中診療所特別会計の予算は、第１条では歳入歳出予算の総額は歳入歳出そ

れぞれ３億４０１２万１０００円に定めようとする、第２項では歳入歳出予算の款項の区

分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算によるものとしております。 

　第２条では、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は第２表地方債によるものとしてお

ります。 

　６３ページと６４ページの第１表歳入歳出予算、６５ページの第２表地方債、６６ペー

ジの歳入歳出予算事項別明細書につきましては説明を省略させていただき、説明の便宜上、

７３ページの歳出よりご説明を申し上げます。 

　歳出についてです。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費２億９４１５万６０００円は５６１９万７０

００円の増、７４ページですが、浜中診療所管理に要する経費は、事業名を一部変更し、

８０８６万１０００円は６０９７万８０００円の増、１０節需用費光熱水費は、電気代高

騰によるもので、６３５万７０００円の増で１５７０万６０００円、１４節工事請負費浜

中診療所改修工事は議案関係資料４１ページの１０７番の浜中診療所消火設備整備工事５

７２０万円で皆増、浜中診療所運営に要する経費２億１３２９万５０００円は４７８万１

０００円の減、１節報酬は、会計年度任用職員報酬として、事務職員等１０名分、２１万

円の減で、１５９１万８０００円、２節給料は、医師１名、一般職１５名のほか、会計年

度任用職員として施設管理人及び看護補助員４名分など５９万５０００円の減で、７９７

４万２０００円、７６ページですが、３節職員手当等は、医師、一般職及び会計年度任用

職員各種手当のほか、会計年度任用職員期末手当など４４万円の減で、５４０５万５００
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０円、７８ページですが、７節報償費は、北大医師東北海道医師派遣に要する謝金など１

７１万円の減で、１４０１万円、８０ページですが、１３節使用料及び賃借料医師住宅借

上料は、議案関係資料１０８番の医師住宅借上料２３７万５０００円で、皆増、１８節負

担金、補助及び交付金は、退職手当組合負担金など９１万２０００円の減で、１４２６万

２０００円となります。 

　２款１項１目医業費２９１９万５０００円は、医業に要する経費で、９１０万５０００

円の増、１０節需用費は、消耗品費ほか１０６万７０００円の増で、１６３０万６０００

円、８２ページですが、１７節備品購入費医療機器購入は、議案関係資料１０９番の内視

鏡システム購入など８５９万８０００円の増で、８８１万７０００円、２目寝具費１２０

万６０００円は、入院患者等寝具に要する経費で、９万円の増、３目給食費３４９万２０

００円は、入院患者等給食に要する経費で、前年同額となります。 

　３款１項公債費１目元金１１６２万７０００円は１８万７０００円の減、２目利子２４

万５０００円は１万円の増となります。 

　８３ページをお開きください。 

　４款１項１目予備費２０万円は、科目設定となります。 

　８５ページから９０ページの給与明細書、９１ページから９２ページの債務負担行為の

支出予定額等に関する調書、９３ページの地方債の残高見込みに関する調書については説

明を省略させていただきます。 

　次に、６７ページにお戻りください。 

　歳入についてです。 

　１款診療収入１項入院収入１目国民健康保険診療報酬収入１４５万２０００円は９６万

８０００円の増、２目社会保険診療報酬収入２０５万６０００円は５１万４０００円の減、

３目後期高齢者診療報酬収入３００９万６０００円は、１５８万４０００円の減、４目一

部負担金収入３４２万８０００円は１６万４０００円の増、５目その他診療報酬収入２８

万３０００円は１万１０００円の増となります。 

　２項外来収入１目国民健康保険診療報酬収入１０６９万９０００円は１３万５０００円

の増、２目社会保険診療報酬収入６８１万９０００円は１５万１０００円の減、３目後期

高齢者診療報酬収入１８４９万７０００円は６７万１０００円の減、４目一部負担金収入

７８５万７０００円は７０万２０００円の減、５目その他診療報酬収入２９万７０００円

は７万６０００円の増となります。 

　３項その他の診療報酬収入１目諸検査等収入３７１万６０００円は、６万７０００円の

減となります。 

　２款使用料及び手数料１項１目使用料９０９万６０００円は、８４０万３０００円の減

となります。 

　６９ページをお開きください。 

　２項１目手数料９６万円は、前年同額となります。 
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　３款国庫支出金１項国庫補助金１目診療所費国庫補助金２３９０万２０００円は、皆増

となります。 

　４款繰入金１項１目一般会計繰入金１億６３５３万４０００円は、１２３５万２０００

円の増となります。 

　５款１項１目繰入金１万円は、科目設定となります。 

　６款諸収入１項１目雑入７１万９０００円は、１０００円の減となります。 

　７款１項町債１目総務債５６７０万円は、３９７０万円の増となります。 

　以上、補足説明といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長（波岡玄智君）　これから議案第２８号の質疑を行います。 

　歳入歳出一括して行います。 

○議長（波岡玄智君）　１番川村義春議員。 

○１番（川村義春君）　７４ページの浜中診療所管理に要する経費のうちの工事請負費の

浜中診療所改修工事についてです。 

　パッケージ型の消火設備、整備工事とスプリンクラー設置という内容ですけれども、具

体的にどういう規模のものを何か所に設置するのでしょうか。例えば、１階に２基、２階

に２基など、病室があるわけですが、そのようなところにつけるのか、設置箇所について

の説明をお願いしたいと思います。また、消火設備についてもどこにどういったものを置

くのか、お知らせをいただきたいと思います。 

　次に、８０ページの浜中診療所運営に要する経費の１３節使用料及び賃借料の医師住宅

借上料についてです。 

　医師住宅借上料は月額４７万５０００円の５か月分、２３７万５０００円というのは初

めての予算づけだと思います。これについては、昨年、プロポーザル方式によって医師住

宅を建設するとなりました。そして、建設したものは建築主の財産になるということであ

ります。その家賃を払うため、町としては医師住宅借上料を計上したということになると

思うのですけれども、そういう考え方でいいのでしょうか。 

　そして、プロポーザル方式の経過についてです。それがなかなか見えてこないのですが、

この際ですから経過等を説明していただければと思います。どうしてこの建物ができて、

プロポーザル方式でやった場合にはこうなるのだということが町民も分かるよう、説明を

していただければと思います。 

○議長（波岡玄智君）　診療所事務長。 

○診療所事務長（中山正教君）　７４ページの工事請負費の浜中診療所改修工事について

ご説明申し上げます。 

　こちらにつきましてはパッケージ型自動消火設備工事ということでして、規模は診療所

全体になります。天井のスプリンクラーの噴射口にノズルがつきます。個数までは押さえ

ていなかったので、申し上げられませんが、全室につくということでご理解をお願いいた
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します。 

　こちらは、令和４年度に実施設計をして、新年度から工事に至るのですが、火災時には

圧縮した消火剤を放射口から噴射します。この構造を簡単にご説明いたしますと、１階に

大きな消火剤が入ったタンクみたいなものを設置いたします。そこから各部屋の隅々まで

配管を巡らせ、必要箇所に設置した感知器が火災を感知したときには噴射されるという仕

組みです。 

　ちなみに、消火剤につきましては水の約４倍の消化能力があるものです。 

　なお、既存の建物に後から配管を取り付けることになりますので、診療所内で露出配管

みたいなものが見られるのですけれども、病室や診察室などでは患者に配慮し、隠したよ

うな感じで設置したいと考えております。 

　次に、議案書の８０ページの１３節使用料及び賃借料の医師住宅借上料についてです。 

　まずは、１２月定例会の債務負担行為の後の経過についてご説明をしたいと思います。 

　医師住宅の実施要領等を町のホームページと掲示板で公告し、自治会配付の防災無線を

活用して周知を図りました。プロポーザルの応募表明提出期限は年が明けて１月１３日と

しておりましたが、１者から参加表明がございました。そこは要領に定める参加要件を全

て満たしていたことから、提案書提出を求め、２月２８日に提案書を受け取っております。

そして、３月３日金曜日に企業による提案書の説明会等審査委員会を実施いたしておりま

す。 

　提案書説明後に建築法や維持管理について審査委員から質問がありましたが、企業側は

その場で回答し、課題を残すことなく終了しております。 

　その提案書説明の後すぐに審査会を行い、審査、採点を行い、審査委員会全員の承諾を

得て、代表企業の有限会社エーシーフリープラン、構成企業の赤石建設株式会社エーシー

フリープラングループが浜中診療所の借上医師住宅事業を受託するに至りました。 

　価格は、診療所の医師住宅と派遣医師住宅を合わせて合計金額が月額４７万２０００円

です。先ほど議員がおっしゃられたとおり、債務負担行為の４７万５０００円の範囲内で

あることから、３月６日に契約の締結に至っております。 

　今後は、実施要領に従い、１０月までを目指し、建設に当たっていただくことになって

おります。 

　次に、ここに出ている金額が家賃の合計なのかということについてです。 

　まだ契約前の段階であり、債務負担行為の４７万５０００円については、４月から建築

が始まり、１０月までの建築予定となっております。そして、１１月から家賃収入が発生

するのですが、５か月分を掛けた金額が２３７万５０００円となっていることをご理解い

ただければと思います。 

○議長（波岡玄智君）　２番田甫哲朗議員。 

○２番（田甫哲朗君）　まずは、７４ページの委託料の施設管理清掃委託料５１６万６０

００円についてです。 
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　前年度から見ると１０万円ちょっとくらい安くなっています。いつからでしたか、土足

を解禁し、住民が靴を脱がないで１階の診察室からトイレから行けるようにしております。

土足で入ることによって清掃費もかさむのかなと思っていたのですが、そうでもないのか、

その説明をお願いします。 

　また、そういう話を聞くかどうかは分からないですけれども、自分としては便利だと感

じています。患者からそんな声を聞かれているのか、説明をいただければと思います。 

　次に、その下のスプリンクラーについてです。 

　入院患者がいる中でこの工事が行われるのだろうと思うのですけれども、例えば、病室

をやる場合、患者への対応というのはどうなるのでしょうか。また、水かなと思っていた

ら、水ではなく、消火剤が出てくるということでした。その消火剤というものは吸い込ん

でも人体に全く影響のないものなのでしょうけれども、そういう懸念がありますので、併

せて答弁をいただければと思います。 

　次に、８０ページの医業に要する経費のうちの修繕料１１１万７０００円についてです。 

　この内訳をお願いします。 

　次に、８１ページの機器等保守管理委託料２０万円についてです。 

　前年度までは機械設備保守委託料４８万４０００円、それに手数料として１４万１００

０円であったのですけれども、それらを合算しても２０万円で収まってしまうというのに

はどういうからくりがあるのか、疑問に思っていたので、説明をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君）　診療所事務長。 

○診療所事務長（中山正教君）　まずは、議案書７４ページの委託料の施設管理清掃委託

料について回答を申し上げます。 

　こちらにつきましては、議員がおっしゃったとおり、診療所内の土足を解禁しました。

しかし、通常的な日常の清掃業務の中で土足処理はできているのかなと思っています。今

回安くなった要因は、床材に対してワックスがけを行っていたのですけれども、その経費

が不要となったことによる減額となります。 

　土足を解禁することによって皆さんはスムーズに上がれるようになってよかったという

話は私も聞いております。設置した当初は玄関先で靴を脱いで上がってくる方もいたので

すが、もう定着しましたので、今後もこの状態でいけるのかなと思っています。 

　次に、工事請負費の浜中診療所改修工事についてです。 

　入院患者の状況ですが、現時点で６名です。ただ、１０人を超えたとしても、患者部屋

がありますので、右に左に移動していただきながらの建設を考えております。こちらにつ

きましては看護部門ともうまく調整してやれると想定しており、支障なくいけると思って

います。 

　次に、消火剤についてです。 

　今、成分表を持ってきていませんが、業務委託をかけた段階で人体に対しても安全であ

る旨を確認しております。 
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　次に、８０ページの医業に要する経費のうちの修繕料についてです。 

　昨年、防衛調整交付金で導入しました超音波画像診断装置を電子カルテシステムに接続

するための経費として５５万円を計上させていただいております。そして、血液検査をす

るために血球計数器というものも防衛調整交付金で購入しているのですが、こちらの血液

データについても電子カルテの取り込みが可能ということで、その接続費用として５１万

７０００円を計上しております。それから、突発的に発生した修理に対応するための修繕

費として５万円を見ております。 

　最後に、８２ページの委託料の機器等保守管理委託料についてです。 

　こちらにつきましては、議員がおっしゃったとおり、今年度に見ていたもので科目が動

いたものもありますし、隔年で実施している床暖房機器の蓄熱暖房機などの点検が新年度

はないということで減額になっております。 

○議長（波岡玄智君）　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　これで質疑を終わります。 

　これから議案第２８号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　討論なしと認めます。 

　これから議案第２８号を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第７　議案第２９号　令和５年度浜中町水道事業会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第７、議案第２９号を議題とします。 

　本案について、提案理由の説明を求めます。 

　町長。 

○町長（松本博君）　議案第２９号令和５年度浜中町水道事業会計予算について、提案の

理由をご説明申し上げます。 

　予算第３条収益的収入及び支出の予算総額は、収入支出それぞれ１億９１７５万３００

０円としております。 

　収益的収入では、１款水道事業収益１項営業収益は、給水収益など、１億２７４９万４

０００円、２項営業外収益は、他会計補助金、長期前受金戻入益など、６４２５万９００

０円を計上しております。 
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　収益的支出では、２款水道事業費用１項営業費用１億７５７５万７０００円は、施設維

持管理費用と人件費など、２項営業外費用１２９９万６０００円は、企業債利息と消費税

及び地方消費税など、４項予備費は３００万円を計上しております。 

　次に、予算第４条資本的収入及び支出ですが、資本的収入では、３款資本的収入１項企

業債は、排水施設耐震化事業に伴う企業債として２億１９６０万円を計上、２項補助金は

６４１３万２０００円、４項工事負担金は３５５万５０００円を計上しております。 

　資本的支出では、４款資本的支出１項建設改良費は水道メーター機更新工事、第３号配

水池耐震補強工事、霧多布配水本管耐震化更新工事実施設計委託業務、霧多布配水池耐震

詳細診断委託業務などで２億９８５２万３０００円を計上しており、２項企業債償還金は

３３３５万３０００円の計上となっております。 

　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４４５８万９０００円は過年度分損益勘

定留保資金で補塡するものとしております。 

　以上、提案理由をご説明しましたが、詳細につきましては上下水道課長より説明させま

すので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君）　上下水道課長。 

○上下水道課長（南秀幸君）　それでは、予算書９４ページをお開きください。 

　議案番号には２９号、次のページの提出日には８日とご記入願います。 

　令和５年度浜中町水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。 

　第１条では、令和５年度浜中町の水道事業会計の予算は次に定めるところによるとして

おります。 

　第２条は業務の予定量であり、給水戸数２１５３戸、年間給水量４７万９０００立米、

１日平均給水量１３１２立米、主な建設改良事業は予算説明資料で後ほど説明させていた

だきます。 

　第３条では、収益的収入及び支出の予定額を定めており、収入ですが、第１款水道事業

収益は１億９１７５万３０００円、第１項営業収益１億２７４９万４０００円、第２項営

業外収益６４２５万９０００円、支出ですが、第２款水道事業費用は１億９１７５万３０

００円、第１項営業費用１億７５７５万７０００円、第２項営業外費用１２９９万６００

０円、第４項予備費３００万円となります。 

　第４条では、資本的収入及び支出の予定額を定めており、資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額４４５８万９０００円は過年度分損益勘定留保資金で補塡するものとし、

収入ですが、第３款資本的収入は２億８７２８万７０００円、第１項企業債２億１９６０

万円、第２項補助金６４１３万２０００円、第４項工事負担金３５５万５０００円、支出

ですが、第４款資本的支出は３億３１８７万６０００円、第１項建設改良費２億９８５２

万３０００円、第２項企業債償還金３３３５万３０００円としております。 

　９５ページをお開きください。 

　第５条は継続費で、令和５年度から２か年で実施する予定であります第３号配水池耐震
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補強工事の総額を５億４１２６万８０００円とし、令和５年度分を２億６１５２万９００

０円、２か年目を２億７９７３万９０００円と定めようとするものであります。 

　詳細は、１０５ページの継続費に関する調書に記載のとおりであります。 

　第６条では、令和５年度に実施予定であります排水施設耐震化事業として浜中に設置さ

れております第３号配水池の耐震補強工事、霧多布配水池基幹管路である霧多布配水本管

の耐震化更新工事実施設計委託業務、霧多布配水池の耐震詳細診断委託業務の三つの事業

における企業債の限度額を総額２億１９６０万円に定めようとするものであります。 

　第７条では、一時借入金限度額を２億１９６０万円に定め、第８条では議会の議決を経

なければ流用することのできない経費として職員給与費４９１８万８０００円、第９条で

は、他会計からの補助金、一般会計からの補助を受ける金額は５３５２万７０００円とし、

第１０条では、たな卸資産購入限度額は２０００万円に定めようとするものであります。 

　９７ページをお開きください。 

　令和５年度予算実施計画の内訳につきましては１１１ページ以降の予算説明資料で説明

させていただきますので、省略させていただきます。 

　９９ページをお開きください。 

　令和５年度予定キャッシュ・フロー計算書について説明いたします。 

　１の業務活動によるキャッシュ・フロー合計は５２９６万円の増加、２の投資活動によ

るキャッシュ・フロー合計は２億３０８３万６０００円の減少、３の財務活動によるキャ

ッシュ・フロー合計は１億８６２４万７０００円の増加、全てのキャッシュ・フローの合

計で８３７万１０００円の増加となり、令和５年度資金期首残高１億３６１９万円と合わ

せ、令和５年度資金期末残高は１億４４５６万１０００円となる見込みでございます。 

　次の１００ページから１０４ページの給与費明細書については、支給基準が一般会計職

員と同様でありますので、説明を省略させていただきます。 

　ページを飛びまして、１０８ページをお開きください。 

　令和４年度予定損益計算書について説明をいたします。 

　こちらは、令和４年度決算見込みの数字でございます。 

　営業収益では、給水収益とその他の営業収益の合計は１億１５３８万４０００円、営業

費用の合計は１億８４６６万８０００円となり、営業の収支は６９２８万４０００円の損

失となります。営業外収益の合計は８０９６万円、営業外費用の合計は８４４万４０００

円となり、営業外の収支は７２５１万６０００円の利益となります。この結果、令和４年

度の収支については、３２３万２０００円が当年度純利益の予定額となり、未処分利益剰

余金は１３２３万２０００円となる見込みであります。 

　１０９ページをお開きください。 

　令和４年度予定貸借対照表について説明いたします。 

　こちらも、令和４年度決算見込みの数字でございます。 

　資産の部では、有形固定資産合計は１３億３９１０万７０００円、無形固定資産は１４
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１万円で、固定資産の合計は１３億４０５１万７０００円、流動資産合計は１億５０１７

万３０００円で、資産合計は１４億９０６９万円となります。 

　１１０ページをお開きください。 

　負債の部では、固定負債合計は８億５３４１万３０００円、流動負債合計は３７１３万

円、繰延収益合計は１億９２８３万２０００円で、負債合計は１０億８３３７万５０００

円となります。 

　資本の部では、資本金合計は３億３５４８万５０００円、剰余金合計は７１８３万円で、

資本合計は４億７３１万５０００円となります。 

　負債資本合計は１４億９０６９万円となり、資産合計と同額となります。 

　ページを戻りまして、１０６ページをお開きください。 

　令和５年度予定貸借対照表について説明いたします。 

　こちらは、令和５年度決算見込みの数字でございます。 

　資産の部では、有形固定資産合計は１５億４８７０万２０００円、無形固定資産は１４

１万円で、固定資産合計は１５億５０１１万２０００円、流動資産合計は１億６３２６万

１０００円で、資産合計は１７億１３３７万３０００円となります。 

　１０７ページをお開きください。 

　負債の部では、固定負債合計は１０億３５５４万９０００円、流動負債合計は４３９０

万６０００円、繰延収益合計は２億１０１７万円で、負債合計は１２億８９６２万５００

０円となります。 

　資本の部では、資本金合計は３億４５４８万５０００円、剰余金合計は７８２６万３０

００円で、資本合計は４億２３７４万８０００円となります。 

　負債資本合計は１７億１３３７万３０００円となり、資産合計と同額となります。 

　１１１ページをお開きください。 

　令和５年度予算説明資料について説明いたします。 

　節については簡略化して説明をさせていただきたいと思います。 

　収益的収入についてです。 

　１款水道事業収益１億９１７５万３０００円は１６２０万４０００円の減、１項営業収

益１億２７４９万４０００円は、１目給水収益として５７万１０００円の増、２項営業外

収益６４２５万９０００円は１６７７万５０００円の減、２目他会計補助金５３５２万７

０００円は１４５７万６０００円の減、３目長期前受金戻入益１０６８万１０００円は２

０６万８０００円の減となります。 

　１１２ページをお開きください。 

　収益的支出についてです。 

　２款水道事業費用１億９１７５万３０００円は１６２０万４０００円の減、１項営業費

用１億７５７５万７０００円は１７２５万６０００円の減、１目浄水及び排水費６１４４

万９０００円は９４９万７０００円の減、燃料費２３９万９０００円は３６万５０００円
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の増で燃料費高騰によるもの、通信運搬費２４３万８０００円は、１０万７０００円の増

で、西円朱別浄水場光回線開通による使用料増によるもの、委託料１３１５万３０００円

は、９３６万３０００円の減で、水道施設業務委託料、霧多布配水池ロボット清掃委託業

務などによるもの、修繕費９０１万円は、４９５万７０００円の減で、水道施設修繕費な

どによるもの、動力費１２６０万円は、２０８万８０００円の増で、電気料高騰によるも

の、薬品費１８４１万２０００円は、１７３万５０００円の増で、単価上昇によるもの、

使用料５１万円は、４９万５０００円の増で、管路台帳システム使用料によるもの、１１

３ページですが、２目総係費５６７７万１０００円は７７４万３０００円の減、給料２３

２４万２０００円は１０万７０００円の増、手当１１１２万３０００円は３０万４０００

円の増、法定福利費１１３８万１０００円は１１万４０００円の減、委託料４３７万８０

００円は、４１２万５０００円の減で、水道事業会計、消費税確定申告業務委託料などに

よるもの、負担金２２万１０００円は、３８０万８０００円の減で、北海道自治体情報シ

ステム協議会負担金などによるもの、１１４ページですが、３目減価償却費５６７４万４

０００円は、１９万２０００円の増で、構築物の減、機械及び装置の増、４目資産減耗費

７９万３０００円は、２０万８０００円の減で、主に水道メーター器の減耗となります。 

　２項営業外費用１２９９万６０００円は１０５万２０００円の増、１目支払利息及び企

業債取扱諸費９３２万７０００円は、８９万３０００円の増で、企業債償還利息と予定し

ている建設改良費の一時借入金利息によるものとなります。 

　１１５ページをお開きください。 

　資本的収入についてです。 

　３款資本的収入２億８７２８万７０００円は２億２９０６万７０００円の増、１項１目

企業債２億１９６０万円は、１億６６００万円の増で、予算第５条で説明のとおり、事業

の財源として起債を予定しているもので建設改良費の財源の一部となります。 

　２項１目補助金６４１３万２０００円は、生活基盤施設耐震化等補助金の対象事業であ

る第３号配水池耐震補強工事と霧多布配水本管耐震化更新工事実施設計委託業務の補助金

予定額であります。 

　４項１目工事負担金３５５万５０００円は、１７３万１０００円の増で、水道メーター

器更新個数増に伴う下水道事業負担金増によるものとなります。 

　資本的支出についてです。 

　４款資本的支出３億３１８７万６０００円は２億３４１５万１０００円の増、１項建設

改良費２億９８５２万３０００円は２億３５３０万４０００円の増、１目メーター費１３

０８万３０００円は、６７０万円の増で、水道メーター器更新件数増によるもの、２目配

水施設費２億８３８９万５０００円は、２億３７１５万６０００円の増で、第３号配水池

耐震補強工事令和５年度分予定額２億６１５２万９０００円、霧多布配水本管耐震化更新

工事実施設計委託業務１１００万円、霧多布配水池耐震詳細診断委託業務が１１３６万６

０００円、５目工具器具及び備品１５４万５０００円は災害時の対応として必要な応急給
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水用の給水栓セット、管路の図面等を保管する棚の購入費用となります。 

　２項１目企業債償還金３３３５万３０００円は、１１５万３０００円の減となります。 

　今後の企業債償還計画につきましては、議案関係資料の６１ページの資料２０をご参照

ください。 

　以上、補足説明といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長（波岡玄智君）　これから議案第２９号の質疑を行います。 

　歳入歳出一括して行います。 

　９番落合俊雄議員。 

○９番（落合俊雄君）　１点、質問をさせていただきます。 

　１０８ページの損益計算書の営業収益の給水収益についてです。 

　今年２月に水道事業会計の水道事業経営審議会から答申が出され、令和６年度以降の料

金改定が示されております。それを読んでみますと、一般家事用で極端に使用量が少ない

場合における基本料金の見直し、いわゆる負担の公平性に一定の配慮をしているというよ

うな内容になっていたかと思います。 

　一方で、その答申の中では、料金改定については５年に１度程度の見直しを検討すべき

と書かれております。これは原課が出されたシミュレーションになるかもしれませんが、

６年度以降の収支というのは１９年度まで料金改定しないとするものなのかなと思います。

それとも、５年に１回、料金の見直しをするということで出されたシミュレーションなの

か、そのことだけをお答えをいただければと思います。 

○議長（波岡玄智君）　上下水道課長。 

○上下水道課長（南秀幸君）　ただいまのご質問にお答えいたします。 

　審議会の中で示しております令和６年度以降、令和１９年度までの水道事業の収支のシ

ミュレーションですが、給水収益に関しては、料金アップということで案として出すもの

ですけれども、水道事業で１０％程度という数字でもって計算されておりまして、６年度

以降のものはそれを加味しております。 

　５年ごとにさらなる検討審議をしなくてはならないという理由ですが、いろいろな助成

がございます。事業としては施設や管路の更新事業があり、令和１９年度まで金額として

は上がっておりまして、そのシミュレーションにも入っておりますけれども、それ以外に、

突発的なものとして、仮に災害などで建設改良費が増大するような事故があった場合とい

うのはそこで検討しなくてはなりません。そういったことも踏まえ、５年ごとに審議会を

開催し、検討していくこととなります。 

○議長（波岡玄智君）　９番落合俊雄議員。 

○９番（落合俊雄君）　今のお答えですと、一定のものを想定した中で令和１９年度まで

のシミュレーションを描いていて、それ以外に突発的なことが生じた場合はその時点で対

応を考えるということで理解してよろしいのでしょうか。 
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○議長（波岡玄智君）　上下水道課長。 

○上下水道課長（南秀幸君）　お答えします。 

　そのとおりでございます。 

○議長（波岡玄智君）　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　これで質疑を終わります。 

　これから議案第２９号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　討論なしと認めます。 

　これから議案第２９号を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第８　議案第３０号　令和４年度浜中町下水道事業会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第８、議案第３０号を議題とします。 

　本案について、提案理由の説明を求めます。 

　町長。 

○町長（松本博君）　議案第３０号令和５年度浜中町下水道事業会計予算について、提案

の理由をご説明申し上げます。 

　予算第３条収益的収入及び支出の総額は、収入支出それぞれ４億５２０万８０００円と

しております。 

　収益的収入についてです。 

　１款下水道事業収益１項営業収益は使用料６２６２万４０００円、２項営業外収益は他

会計補助金、長期前受金戻入益など３億４２５８万４０００円となります。 

　収益的支出についてです。 

　２款下水道事業費用１項営業費用３億７１６１万５０００円は施設維持管理費用と人件

費など、２項営業外費用２９１３万３０００円は企業債利息等消費税及び地方消費税など、

３項特別損失３９６万円は令和４年度分の賞与及び法定福利費の引当金と消費税及び地方

消費税を計上、４項予備費は５０万円を計上しております。 

　次に、予算第４条資本的収入及び支出です。 

　資本的収入についてです。 

　３款資本的収入１項企業債は漁業集落排水施設機能保全工事及び資本費平準化に伴う下
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水道事業債として６５３０万円、３項他会計補助金は２２７０万８０００円、５項国庫補

助金は２０１０万円、６項受益者分担金は２２０万７０００円となります。 

　資本的支出についてです。 

　４款資本的支出１項建設改良費は漁業集落排水施設機能保全工事、浜中町下水道ストッ

クマネジメント修繕改築計画策定委託業務で４９４０万円を計上、３項企業債償還金は１

億５９１５万９０００円であります。 

　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９８２４万４０００円は、当年度分損益

勘定留保資金で補塡するものとしております。 

　次に、予算第４条の２特例的収入及び支出ですが、令和４年度特別会計の未収金２４５

万２０００円及び未払金７１５万２０００円を令和５年度に属する債権及び債務として計

上しております。 

　以上、提案理由をご説明しましたが、詳細につきましては上下水道課長より説明させま

すので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君）　上下水道課長。 

○上下水道課長（南秀幸君）　予算書１１６ページをお開きください。 

　議案番号には３０号、１１８ページの提出月日には８日とご記入願います。 

　令和５年度浜中町下水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。 

　第１条では、令和５年度浜中町の下水道事業会計の予算は次に定めるところによるとし

ております。 

　第２条は業務の予定量であり、１の特定環境保全公共下水道の接続戸数９１６戸、年間

配水量は１９万立米、１日平均排出量５２０立米、２の農業集落排水事業の接続戸数５１

７戸、年間配水量８万立米、１日平均配水量２１９立米、３の漁業集落排水事業の接続戸

数１３９戸、年間配水量３万立米、１日平均配水量８２立米、各事業の主な建設改良事業

は予算説明資料で後ほど説明させていただきます。 

　第３条では収益的収入及び資本支出の予定額を定めており、営業費用中負担金１５１万

３０００円の財源に充てるため、企業債１５０万円を借り入れるものとし、収入ですが、

第１款下水道事業収益４億５２０万８０００円、第１項営業収益６２６２万４０００円、

第２項営業外収益３億４２５８万４０００円、支出ですが、第２款下水道事業費用４億５

２０万８０００円、第１項営業費用３億７１６１万５０００円、第２項営業外費用２９１

３万３０００円、第３項特別損失３９６万円、第４項予備費５０万円を計上しております。 

　１１７ページをお開きください。 

　第４条では資本的収入及び支出の予定額を定めており、資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額９８２４万４０００円は当年度分損益勘定留保資金で補塡するものとし、

収入ですが、第３款資本的収入１億１０３１万５０００円とし、第１項企業債６５３０万

円、第３項他会計補助金２２７０万８０００円、第５項国庫補助金２０１０万円、第６項

受益者分担金２２０万７０００円を計上、支出ですが、第４款資本的支出は２億８５５万



- 53 - 

 

９０００円とし、第１項建設改良費４９４０万円、第３項企業債償還金１億５９１５万９

０００円を計上しております。 

　第４条の２では特例的収入及び支出の予定額を定めており、地方公営企業法施行令第４

条第４項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の

予定額を定めており、未収金２４５万２０００円、未払金７１５万２０００円を計上して

おります。 

　第５条は企業債で、公営企業会計システムに係る費用に充てるものとして公営企業会計

適用債１５０万円、資本費平準化債として特定環境保全公共下水道事業５３６０万円及び

農業集落排水事業３１０万円、令和５年度に実施予定であります漁業集落排水施設機能保

全工事で８６０万円、これらの事業における企業債の限度額を総額６６８０万円に定めよ

うとするものであります。 

　１１８ページをお開きください。 

　第６条では一時借入金限度額を６６８０万円に定め、第７条では議会の議決を経なけれ

ば流用することのできない経費として職員給与費１４００万円を計上、第８条では他会計

からの補助金、一般会計からの補助を受ける金額は２億３２１８万９０００円に定めよう

とするものであります。 

　１２０ページをお開きください。 

　令和５年度予算実施計画の内訳につきましては１３１ページ以降の予算説明資料で説明

させていただきますので、省略させていただきます。 

　１２２ページをお開きください。 

　令和５年度を予定キャッシュ・フロー計算書について説明いたします。 

　１の業務活動によるキャッシュ・フロー合計は１億１０９０万３０００円の増加、２の

投資活動によるキャッシュ・フロー合計は４３８万５０００円の減少、３の財務活動によ

るキャッシュ・フロー合計は９３８５万９０００円の減少、全てのキャッシュ・フロー合

計で１２６５万９０００円の増加となり、令和５年度資金期首残高１３１８万７０００円

と合わせ、令和５年度資金期末残高は２５８４万６０００円となる見込みでございます。 

　次の１２３ページから１２６ページの職員給与費明細書については、地方公営企業法適

用初年度のため、本年度の欄のみ記載しております。また、支給基準は一般会計職員と同

様でありますので、説明を省略させていただきます。 

　１２７ページをお開きください。 

　令和５年度予定開始貸借対照表について説明いたします。 

　こちらは、令和４年度決算見込みの数字でございます。 

　資産の部では、有形固定資産合計は６８億４６３７万７０００円、無形固定資産は１４

万４０００円で、固定資産合計は６８億４６５２万１０００円、流動資産合計は１５６３

万９０００円で、資産合計は６８億６２１６万円となります。 

　１２８ページをお開きください。 
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　負債の部では、固定負債合計は１４億９５１５万３０００円、流動資産合計は１億６６

３１万１０００円、繰延収益合計は３８億１６２万８０００円で、負債合計は５４億６３

０９万２０００円となります。 

　資本の部では、資本合計は１３億９９０６万８０００円、負債資本合計は６８億６２１

６万円となり、資産合計と同額となります。 

　１２９ページをお開きください。 

　令和５年度予定貸借対照表について説明いたします。 

　こちらは、令和５年度決算見込みの数字でございます。 

　資産の部では、有形固定資産合計は６６億５５２３万４０００円、無形固定資産は１４

万４０００円で、固定資産の合計は６６億５５３７万８０００円、流動資産合計は３７５

４万３０００円で、資産合計は６６億９２９２万１０００円となります。 

　１３０ページをお開きください。 

　負債の部では、固定負債合計は１４億４０５万４０００円。流動性合計は１億６４５８

万８０００円、繰延収益合計は３７億１５０４万円で、負債合計は５２億８３６８万２０

００円となります。 

　資本の部では、資本金合計は１３億９９０６万８０００円、剰余金合計は１０１７万１

０００円で、資本合計は１４億９２３万９０００円、負債資本合計は６６億９２９２万１

０００円となり、資産合計と同額となります。 

　１３１ページをお開きください。 

　令和５年度予算説明資料について説明いたします。 

　令和５年度より公営企業会計予算となるため、前年度予定額が０円となっておりますが、

令和４年度特別会計当初予算との比較、参考としていただくため、議案関係資料の６２ペ

ージから６６ページの資料２１を参考としてください。 

　節については簡略化して説明をさせていただきたいと思います。 

　収益的収入についてです。 

　１款下水道事業収益４億５２０万８０００円、１項営業収益１目使用料６２６２万４０

００円は公共下水道使用料ほか、２項営業外収益３億４２５８万４０００円、２目他会計

補助金２億９４８万１０００円、４目長期前受金戻入益１億３１６０万３０００円を計上、

７目公営企業会計適用債１５０万円は公営企業会計システム保守及び使用料に充てるもの

となります。 

　１３２ページをお開きください。 

　収益的支出についてです。 

　２款下水道事業費は４億５２０万８０００円を計上、１項営業費用３億７１６１万５０

００円、１目管渠費２９３２万８０００円を計上し、主な費用としては、通信運搬費８６

万円は電話回線使用料、委託料１０２万３０００円は下水道台帳の電算化委託業務による

もの、手数料６２５万５０００円は管渠清掃手数料、修繕料９９７万９０００円はマンホ
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ールポンプ所管渠施設の修繕料、動力費１００３万２０００円はマンホールポンプ所の電

気使用料、２目処理場費８７９０万４０００円を計上し、主な費用としては、通信運搬費

７８万２０００円は電話回線使用料、委託料５５５９万６０００円はクリーンセンターの

運転管理委託料など、修繕料４０５万１０００円はクリーンセンターの修繕料、動力１７

８７万円は同センターの電気使用料、薬品費３１３万６０００円は同センターの使用する

医薬品と試薬、保険料６２万７０００円は同センターの火災保険、３目総係費１８２３万

１０００円を計上し、主な費用としては、職員の給料６４４万２０００円、手当３４０万

７０００円、職員２名分の費用、１３３ページですが、法定福利費３１１万４０００円の

主な費用として、旅費９５万１０００円は各事業の補助金申請業務及び会場などの参加費

によるもの、負担金２０７万７０００円は主に公営企業会計システム保守及び使用料、下

水道受益者分担金システム使用料として北海道自治体情報システム協議会負担金１７１万

１０００円、４目減価償却費２億３６０５万２０００円を計上し、主な費用としては、建

物１７０７万４０００円、構築物１億６５００万５０００円、機械及び装置５３９７万３

０００円、６目その他営業費用１０万円を計上し、国庫補助金の返還見込み額となります。 

　１３４ページをお開きください。 

　２項営業外費用２９１３万３０００円は、１目支払利息及び企業債取扱諸費２５１３万

３０００円、２目消費税及び地方消費税４００万円は令和５年度分の消費税予定額となり

ます。 

　３項特別損失３目その他特別損失３９６万円は、公営企業会計となることで新設された

科目で、令和４年度分の賞与及び法定福利費の引当金、令和４年度分の消費税予定額につ

いて、特別会計では予算計上していないため、令和５年度予算計上するものとなります。 

　４項１目予備費は、５０万円となります。 

　資本的収入についてです。 

　３款資本的収入１億１０３１万５０００円、１項企業債１目建設改良企業債６５３０万

円は、予算第５条で説明のとおり、事業の財源として記載を予定しているもので建設改良

費の財源の一部となります。 

　１３５ページをお開きください。 

　３項１目他会計補助金２２７０万８０００円は、資本的収支の赤字補塡分として繰入れ

を予定するものとなります。 

　５項１目国庫補助金２０１０万円は、社会資本整備総合交付金事業である下水道ストッ

クマネジメント修繕・改築計画策定委託業務及び漁村整備事業である漁業集落排水施設機

能保全工事の補助金予定額となります。 

　６項１目受益者分担金は、２２０万７０００円となります。 

　資本的支出についてです。 

　４款資本的支出２億８５５万９０００円、１項建設改良費１目下水道事業整備費４９４

０万円、工事請負費は各事業区域の公共ます新規設置工事９２０万円、漁業集落排水施設
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機能保全工事１７２０万円で、合わせて２６４０万円、委託料は下水道ストックマネジメ

ント修繕・改築計画策定委託業務２３００万円となります。 

　３項１目企業債償還金は、１億５９１５万９０００円となります。 

　１３６ページをお開きください。 

　注記表についてです。 

　セグメント情報に関する注記ということで、こちらのセグメント情報とは売上げ損益、

その他の財務情報を事業の種類別によって区分し、開示する情報です。 

　（１）報告セグメントの概要としまして、当会計は、特定環境保全公共下水道事業、農

業集落排水事業、漁業集落排水事業の３事業を運営しており、事業区分、事業概要は表の

とおりでございます。 

　（２）報告セグメントごとの営業収益等ですが、こちらは３事業の令和５年度決算見込

みの予定損益計算書及び予定貸借対照表の数値を簡略化して報告するものでございます。 

　３事業を合わせた合計では、営業収益５６９３万２０００円、営業費用３億６０２５万

２０００円、営業損失マイナス３億３３２万円、経常利益１４１３万１０００円、資産６

６億９２９２万１０００円、負債５２億８３６８万２０００円、他会計補助金２億３２１

８万９０００円、減価償却費２億３６０５万２０００円、特別損益マイナス３９６万円、

固定資産増加額４４９０万９０００円となります。 

　以上、補足説明をさせていただきましたので、よろしくご審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（波岡玄智君）　これから議案第３０号の質疑を行います。 

　収支一括して行います。 

　この際、暫時休憩します。 

（休憩　午後　３時０５分） 

（再開　午後　３時３５分） 

○議長（波岡玄智君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　日程第８、議案第３０号の質疑を続けます。 

　これから議案第３０号の質疑を行います。 

　収支一括して行います。 

　９番落合俊雄議員。 

○９番（落合俊雄君）　１点お尋ねをいたします。 

　１３１ページの営業収益でありますが、公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水を合

わせて１５７２件で、これから得られる収入が６２６２万４０００円ということで費用が

非常に多くかかっているという状況になろうかと思います。 

　下水道事業は公営企業会計に移行したということでありますが、今後、こういった収支

の極端な差についてどのような検討が必要になってくるのかです。先ほどの水道事業会計

においては令和６年度からの使用料の値上げが予定されておりましたよね。また、下水道
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使用料は、当初、算定の根拠がどんなものであったのか、その当時、どういう根拠に基づ

いて下水道使用料を算定されたのか、そのときはそうであったかもしれませんけれども、

今度、企業会計に移行することによって水道会計と同様の考え方にならざるを得ないので

はないかと私は思うのです。 

　それを踏まえ、今後どういうふうに検討されるつもりか、お尋ねをしておきます。 

○議長（波岡玄智君）　上下水道課長。 

○上下水道課長（南秀幸君）　ただいまのご質問にお答えします。 

　まず、下水道使用料の当時の算定方法についてです。 

　事業当初から完了までのシミュレーションだと思うのですけれども、施設の維持管理費、

いわゆる経常経費で均衡を図ったということであります。かかった経費を収入で補うとい

った計画で現在の使用料を算定しております。 

　次に、今後の収益に似合わない支出があるが、今後の健全経営はどうしていくのかとい

うご質問についてです。 

　まず、収益が６２００万円として、支出が営業費用として３億７０００万円であり、な

ぜこんなに開くかですが、費用の中で一番大きなウエートを占めるのが減価償却費です。

今年度も計上させてもらっていますが、２億３６００万円といった莫大な減価償却費が毎

年かかってきます。そして、資本的収支の関係で言えば、収入が６５００万円、支出が２

億８０００万円で、なぜこんなに支出が多いかといいますと、企業債の償還金が１億６０

００万円程度ございまして、このように収入と支出が逆転しているのが現状でございます。 

　これは、公営企業化され、公営企業会計の予算計上の仕方で、収益的収支、資本的収支

に分けて計上した場合に今回見えてきたものです。今までは一般会計を特別会計として収

支が見えづらかったところです。 

　また、減価償却費の今後の見通しです。シミュレーションでは２億３０００万円という

数字ですけれども、令和１１年度には２億円を切り、令和２０年度には１億８０００万円

ということで、ちょっとずつ減っていきます。収支でいえばこれが費用として落ちてくる

ものです。 

　そして、資本的収支の企業債償還金です。こちらの今後の推移ですが、令和１０年度で

１億３０００万円、令和５年度でがくっと下がって５０００万円となります。これでいっ

たら令和１１年度は１億２０００万円ですけれども、令和１２年度からは９０００万円で、

いわゆる事業を始めた年度で来ていますけれども、その償還が終わってくというタイミン

グが年間の推移になっております。 

　これを基に健全経営の考え方をシミュレーションし、水道でも審議をしたように、今後

の二つの収支を見越し、どういった料金体系でいったらいいのかとなります。一般会計か

らの補助金で賄うというのは変わらないとは思うのですけれども、その繰入れ自体を減少

させていかなければ浜中町の財政にも影響してきますし、本来、公営企業というのは独立

採算でやっていくべきだと思っておりますので、なるべく収支がプラマイゼロといいます
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か、赤字にならないようにという考え方でもって下水道事業会計の運営に努めていきたい

と考えております。 

　審議をする時期はいずれかにあると思います。予想として見えてはいますけれども、ま

ずは５年度の決算を迎え、その決算の数字でもって検討し、下水道使用料の審議が必要か

どうかを考えていきたいと思っております。 

○議長（波岡玄智君）　９番落合俊雄議員。 

○９番（落合俊雄君）　今の課長の答弁では、減価償却費と企業債の償還がということで、

これから少しずつ減っていくということでした。そこだけを見ますと単純に収支が表面上

は一定程度改善したとなるのかもしれませんが、減価償却費、いわゆる企業債は、再投資

をした場合、また新たなものが発生するわけですよね。 

　これまでに投資したものはこういうふうに処理できますけれども、再投資をした分がそ

れに乗ってくるわけですから減少ばかりが続くわけではない、そうではなくてプラスにも

働くということが当然あるわけです。それを踏まえ、一定の収支改善、安定的な収支を考

えていくときには、やはり、使用料なりをいつかの時点で検討すべきだと思うのです。 

　水道は次年度からこう変わりまして、場合によっては５年ごとの見直しもという話があ

りますけれども、下水に関してはこれまでそういうことをやってこなかったわけです。そ

こで、今後、水道をしっかりと見た上で下水でも取り組んでいくという姿勢が必要だと思

いますが、最後に考え方をもう一回確認させてください。 

○議長（波岡玄智君）　上下水道課長。 

○上下水道課長（南秀幸君）　議員がおっしゃいますように、今回も計上させていただい

ていますけれども、計画もございます。特環であったり、漁集であったり、農集であった

りは、水道と同じで、耐震も含め、更新事業を進めていくことになります。そうなればせ

っかく減ってきた償還金がまた上乗せされて増えていく、もしくは、一定化することも予

想されます。 

　当初の下水道使用料の算定の方式で、経常経費のみで考えていますが、決してそうでは

なく、資本に充てる費用を上乗せした料金体系も含め、算定をしていく必要があると思っ

ております。ただ、それは、先ほど言いましたけれども、決算を見越して、企業会計での

運営に慣れてきた段階で考えていきたいと思っています。 

　また、水道では令和６年度を目標に料金改定を今後進めていくのですけれども、下水で

も早々に上げますということであれば、町民の負担というのが二重、三重となってくると

思いますので、上げる時期は考えていかなければならないなと思っています。ただし、あ

まり先延ばしにはできないと思っていますので、いろいろな情勢を見据えながら検討して

いきたいと考えております。 

○議長（波岡玄智君）　ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　これで質疑を終わります。 
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　これから議案第３０号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　討論なしと認めます。 

　これから議案第３０号を採決します。 

　お諮りします。 

　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　異議なしと認めます。 

　したがって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第９　報告第３号　一般社団法人浜中町風力発電所経営状況説明書の提出につい　 

　　　　　　て 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第９、報告第３号を議題とします。 

　本件について、提案理由の説明を求めます。 

　町長。 

○町長（松本博君）　報告第３号一般社団法人浜中町風力発電所経営状況説明書の提出に

ついて、提案の理由をご説明申し上げます。 

　地方自治法第２４３条の３第２項では、普通地方公共団体が出資している法人の経営状

況について議会に報告することになっておりますので、解散事業年度令和４年７月１日か

ら令和４年９月１日及び清算事業年度令和４年９月２日から令和４年１２月１２日の決算

状況について、ここに提出した次第であります。 

　解散事業年度の事業内容につきましては、令和４年７月１日に風力発電事業に関する権

利義務等をクリーンエナジーファクトリー株式会社へ事業譲渡し、８月３１日をもって解

散となりました。 

　清算事業年度の事業内容につきましては、解散後の精算事務を行い、残余財産１０７万

９４５３円が確定したことから、１２月１２日をもって事業を終了いたしました。 

　なお、詳細につきましては住民環境課長より説明させますので、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（波岡玄智君）　住民環境課長。 

○住民環境課長（山平歳樹君）　それでは、報告第３号一般社団法人浜中町風力発電所経

営状況説明書の提出について補足説明いたします。 

　お配りしております解散事業年度及び清算事業年度決算状況報告１ページから説明いた

します。 

　１ページをお開きください。 

　（１）事業の経過及び決了については、浜中町大津屋沢に１５００キロワットアワー基
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１基、定格出力１３７０キロワットアワーの風力発電所を保有し、発電事業を行っており

ます。 

　先ほどの提案理由と一部重複しますが、解散事業年度は、当年度開始日の７月１日に風

力発電事業に関する権利義務等についてＣＥＦ株式会社へ事業譲渡を行いました。これに

伴い、風力発電事業は終了となり、以降は解散事務を行い、８月３１日をもって解散とな

りました。 

　清算事業年度は、解散後の清算事務を行い、残余財産が確定しました令和４年１２月１

２日をもって本法人の事業は終了いたしました。また、残余財産の１０７万９４５３円に

つきましては、令和５年１月３０日にＣＥＦ株式会社に分配を行い、翌日の１月３１日に

社員総会の決議の下、清算を決了しました。 

　詳細は、貸借対照表、損益計算書にてご説明いたします。 

　（２）設備の投資の状況については、事業譲渡に伴い、有形固定資産はありません。 

　（３）資産調達の状況については、解散事務に伴い、借入金はありません。 

　（４）財産及び損益の状況の推移は、次の表のとおりとなっております。 

　詳細については、貸借対照表、損益計算書にてご説明いたします。 

　２ページをお開きください。 

　解散事業年度の貸借対照表についてご説明いたします。 

　借方の部、流動資産は現金及び預金、未収法人税等で１３３４万４８９円、固定資産は

金融機関への出資金５０００円となり、借方合計は１３３４万５４８９円となります。 

　次に、貸方の部、流動負債は未払金１０４９万７４０３円、未払法人税等１万３３００

円、未払消費税１５６万４７００円、預かり金９２９１円で１２０８万４６９４円、資本

金は３００万円、剰余金は繰越利益として１７３万９２０５円のマイナスとなり、貸方合

計は１３３４万５４８９円となります。 

　３ページをお開きください。 

　最初に、収益の部について、売電事業を終了したことから、売上高の計上はありません。

また、受け取り利息４２円及び雑収入４６２万９８９１円を足した営業外収益は４６２万

９９３３円となります。また、特別利益としてＣＥＦ株式会社への債務の免除を受けたこ

とによる債務免除益８７８６万円を計上し、収益の部は計９２４８万９９３３円となりま

す。 

　次に、費用の部、営業費用は、売上原価１５５万１３３８円、一般管理費として通信費、

支払手数料、支払報酬、租税公課、長期前払費用償却、雑費を合わせて３８万９９１７円

となります。 

　営業外費用は、支払利息４５万５６２８円、法人税等は１万３３００円、当期純利益は

９００７万９７５０円となっており、費用の部の合計は９２４８万９９３３円となります。 

　４ページをお開きください。 

　清算事業年度の清算貸借対照表についてご説明いたします。 
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　借方の部、流動資産は、現金及び預金５５５万４８９円、固定資産は金融機関への出資

金５０００円となり、借方合計は５５５万５４８９円となります。 

　次に、借方の部、流動負債は、未払金４４５万６０３６円、未払法人税等２万円で４４

７万６０３６円、資本金は３００万円、剰余金は繰越利益として１９２万５４７円のマイ

ナスとなり、借方合計は５５５万５４８９円となります。 

　５ページをお開きください。 

　清算事業年度の損益計算書についてご説明いたします。 

　費用の部、一般管理費として、通信費支払手数料、支払報酬、租税公課を合わせて１６

万１３４２円となります。法人税等は２万円となり、費用の部の合計は１８万１３４２円

となっております。 

　収益の部は、当期純損失１８万１３４２円を計上しております。 

　以上、報告第３号の補足説明とさせていただきます。 

○議長（波岡玄智君）　これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　質疑なしと認めます。 

　これで報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

　日程第１０　閉会中の継続調査の申し出について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　日程第１０、閉会中の継続調査の申し出についてを議題とします。 

　各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、目下委員会において調査中の事件

について、会議規則第７５条の規定によって、お手元にお配りした申出書のとおり、閉会

中の継続調査の申出がありました。 

　お諮りします。 

　各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君）　異議なしと認めます。 

　したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉　　会　　宣　　告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（波岡玄智君）　お諮りします。 

　本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

　したがって、会議規則第７条の規定により閉会したいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（波岡玄智君）　異議なしと認めます。 

　したがって、本定例会は閉会することに決定しました。 

　これをもって令和５年第１回浜中町議会定例会を閉会します。 

　ご苦労さまでした。 

（閉会　午後　４時００分）


